
１．件 名：「リサイクル燃料貯蔵株式会社による使用済燃料貯蔵施設の設計

及び工事の計画の認可申請に係るヒアリング（３４）」 

 

２．日 時：令和４年５月２０日（金）１３時３０分～１６時００分 

 

３．場 所：原子力規制庁 １０階会議室(TV会議により実施) 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 

核燃料施設審査部門 

長谷川安全規制管理官、石井企画調査官、古作企画調査官、中野上席

安全審査官、野村主任安全審査官、田中管理官補佐、尾崎安全審査専

門職、鈴木安全審査専門職、青木安全審査専門職、内海安全審査専門

職、川村安全審査専門職、田口技術参与 

   専門検査部門 

    千葉主任原子力専門検査官 

長官官房 技術基盤グループ 地震・津波研究部門 

    吉村技術参与 

 

リサイクル燃料貯蔵株式会社 

赤坂常務取締役 他２３名 

 東京電力ホールディングス株式会社 

   輸送技術グループマネージャー 

 日立 GEニュークリア・エナジー株式会社 

   原子力精機設計グループ主任技師 他１名 

 株式会社神戸製鋼所 

   原子力技術室次長 

 

５．自動文字起こし結果：別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こしによるものであり、誤りを含む

場合があります。 

 

６．その他 

   資料１ 組み合わせ係数法（1.0：0.4：0.4）の採用 

   資料２ 受入れ区域天井クレーン B クラス評価における固有周期の変更

について 



   資料３ 蓋間圧力の代替計測に使用する表示器の台数の変更について 

 

参考 

※ 令和４年５月１３日「リサイクル燃料貯蔵株式会社による使用済燃料貯蔵

施設の設計及び工事の計画の認可申請に関する資料提出」 

※ 令和４年５月１６日「リサイクル燃料貯蔵株式会社による使用済燃料貯蔵

施設の設計及び工事の計画の認可申請に関する資料提出」 

 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:03 えっと、規制庁のカワムラです。ただいまから 5月 20日のＲＦＳ

の設工認申請に関するヒアリングを始めます。 

0:00:11 初めに、ＲＡＳ側から出席者の説明をお願いいたします。 

0:00:18 ＲＦＳ東京事務所のです。 

0:00:21 あれベースですが東京側から、合計 11名の出席です。この中に

は、ウェブで参加しておりますサエグサを含みます。 

0:00:32 それからこの会場から東京電力から、シマグループマネージャー1

名がご参加です。 

0:00:39 それから日立Ｇ2クリアエナジーの江沢テクニカルえりＳＰＡＲＴ

ほか、計 2名、同じくこの会場からの参加です。 

0:00:50 それから神戸製鋼所から、原子力技術室の白谷次長がウェブから

参加されております。 

0:00:59 東京側からの紹介状です。物本社お願いします。 

0:01:03 はい。こちらがルート保護者シライです。武藤本社側の出席者

は、赤坂センター長を含め 13名出席しております。 

0:01:13 以上です。 

0:01:19 規制庁川村です。ありがとうございます。では早速ヒアリングの

内容の方に入らせせていただきたいと思います。出席者の都合上

ですね、一番初めに、 

0:01:33 以前に専門検査部門とヒアリングをしていただいて工事の方法等

に係る記載について、ヒアリングで議論されたのではないかと思

うんですけどもそこの、 

0:01:46 の回答に係る部分から扱いたいと思っております。いただいた資

料で言いますと、通しページの 13ページ目と、51ページ目、52

ページ目に、 

0:01:59 工事の方法に係る記載があるかと思うんですけども、この部分に

ついて、ＲＦＳ側から何か追加説明事項等ございますでしょう

か。 

0:02:11 ＲＦＳ創業事務所蛯原でございます。こちらの方はですね、今河

村さんからお話ありました通り、4月 27日の使用前確認申請に関

する面談でいただきましたご見解あとコメントを踏まえまして、 

0:02:26 追記を行うというところでございます。これ面談も今共有させて

いただいておりますが、1ページ目の一番最後のところのポツにで

すね、 

0:02:38 2回目以降搬入する金属キャスクにつきましては、規則第 8条第 5

号を適用するとのご見解をいただいております 2ページ目の一つ

目のポツのところ、 

0:02:48 ですが、金属キャスクの紹介搬入にあたって終了すべき、終了し

ておくべき、使用前事業者検査を明確にすることについてコメン
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トいただいております。こちらの件ご見解とコメントを踏まえま

して、 

0:03:01 まず一つ目ですが、ＰＤＡページ番号 13ページ、ＡＰＤの 15ペ

ージ目の説明資料の部分になりますが、一つ目は、こちらの、 

0:03:15 ページ番号 13ページ目の下の方の赤字の部分になります。こちら

の方につきましては、3ポツ、工事用の留意事項にですね、2回目

搬入からは、使用前確認、 

0:03:29 受けず、使用前事業者検査を行い判定基準を満足して、その後使

用するというふうなことが可能となるようにですね、記載を追加

しております。 

0:03:39 したいと考えております。つ 

0:03:42 続きまして、二つ目、面談の際にいただきましたコメントの反映

でございますが、金属キャスクの初回搬入にあたって終了してお

くべき、使用前事業者検査の 

0:03:53 検査を明確にすることに対するコメントへの対応でございます

が、同じ 

0:03:58 10ページ番号 13ページになりますが、 

0:04:03 こちらの方の上の、 

0:04:05 赤字の部分になりますが、別添 3、Ａ2の工事の方法、金属客のと

ころ、この部分の方にですね、基本的には、金属キャスク以外の

すべての 

0:04:18 設備に関しまして、主要な事業検査を受けておくというふうなこ

とを明確にさせていただいております只野高津の検査と、表面温

度検出器はこれキャスク搬入されてから、 

0:04:30 装着して検索するものになりますので、そちらは除くというよう

な形になっております。 

0:04:36 またもう一つの部分、ページ番号 52ページになりますが、別添

3、2の工事の方法、金属キャスク以外の部分につきましても、同

様な記載を設けさせていただきまして、 

0:04:49 こちらの方でですね、終了しておくべき使用前事業者検査の検査

を明確にするというふうな追記をしたいと考えております。以上

でございます。 

0:05:04 規制庁河村です。ありがとうございます。では、この内容につき

まして規制庁側でコメントある方いらっしゃいますでしょうか。 

0:05:14 解除します。 

0:05:18 設計部の千葉です。基本的にここに書いていただいた内容で、 

0:05:25 我々として確認しておきたいことってのは 

0:05:31 書いていただいたかなというふうに認識はしておりますけども、 

0:05:39 これで、新、 
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0:05:43 申請書ですけどこれ詳しくはならない、いうことなんでしょうか

ら、これでいいと思うんですけどね。特にこれを具体的に検査の

方で支障が出るかっていうところで、ここまで書いてもらえれ

ば、すぐに大きな支障が出ないと思いますんで、これでよろしい

かと思うんですよ。 

0:05:58 規制庁小坂です。念のため確認ですけど、13ページに書かれてい

るのは本文としての工事の方法で、 

0:06:08 51ページ、2ページと、 

0:06:13 いうところで書いてあるのは添付書類。 

0:06:16 の中で書かれることですか。 

0:06:20 51ページの温度ですか。 

0:06:22 うん。 

0:06:25 ＲＡＳ東京事務所の三原でございます。本部でございます。 

0:06:30 本部。 

0:06:39 ページです。 

0:06:43 輸送プロセスよろしいでしょうか。 

0:06:49 ちょっと意見を補足させていただきます。13ページの方はです

ね、これ金属キャスクの方の工事の方向でございます。で、51ペ

ージとお話あったのは、これ、金属キャスク以外の工事の方法と

もに本文でございます。 

0:07:04 要は金属キャスクを搬入するときは、ちゃんと施設側準備大丈夫

というもの、これを 51ページの方で明確にすると。翻って、金属

キャスクの方はというと、入れる方は、 

0:07:17 ちゃんと相手方入れられる方がちゃんとなってるよねっていう確

認をした上で入れると、そういうことで 2分割してございます。

以上です。 

0:07:26 はい、古作です。わかりました両面で手当をするということで、

今日の資料だと、11と 50だと思うんすけど、絶対手当をするとい

うことで理解しました。 

0:07:42 藤。 

0:07:43 説明のあった検出器二つについては除くっていうことなんですけ

ど、検出器を使っての最終のその監視機能の検査っていうのは、 

0:07:54 当然、搬入されてからではありますけど、 

0:07:59 形式自体の性能確認とか、 

0:08:04 その前にやっておくべきことっていうのはあるんだろうなと思う

んですがそのあたりはどう考え。 

0:08:14 リサイクル燃料ちょうどムタ本社のシライです。 

0:08:19 キャスクを搬入して検出性を取りつける前に、検出器単品につき

ましては、 
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0:08:30 継続入る確認検査、 

0:08:32 等を行います。また、 

0:08:35 定時模擬入力と結び、 

0:08:38 検出器から、 

0:08:40 ちゃんと警報が出るということについては、 

0:08:44 ＰＩを当時達からの誤記入力等で確認を事前にしておくというこ

とで計画をしております。 

0:08:53 はい。補足です。手島ですね、今書いてある据付外観検査運転性

能検査ではない。 

0:09:01 ものなので、当然前にやりますよっていうことがわかるってこと

に、 

0:09:07 はい、リサイクル燃料貯蔵の白井です。そういうご理解で、 

0:09:13 同じでございます。 

0:09:16 はい。室長もそれはわかりました。でのための確認ですけど、研

修承認に係る内容っていうことでいうと、原燃の再処理の方も、 

0:09:28 がら数溶融炉について、同様の話があるんですけど、その辺りの

扱いについては元と何か話ありましたでしょうか。 

0:09:43 うん。 

0:09:44 ＲＡＳ東京事務所エリアでございます。特に話はしておりませ

ん。はい。 

0:09:52 藤岡高安これで問題ないと思うんですけど、念のため、現存のコ

ミュニケーションをとって、対応しておいてください。よろしく

お願いします。 

0:10:04 ＲＡＳ東京事務所、蛯原でございます承知いたしました。 

0:10:10 あ、すいません検査専門検査市場ですけど、私もちょっと連絡官

が確認しておきたいんですけど、金属キャスクについては、これ

処遇容器として、 

0:10:20 検査を受けるのか、それとも輸送容器と兼用で検査を受けるって

いう認識でやるのかそこんとこどうですか。湯沢参与そういう際

にはまた輸送容器としての検査ってのが多分入ってくるはずなん

で、 

0:10:35 ＲＡＳ東京事務所、蛯原でございます。我々が受ける検査は貯蔵

規則に基づきます、検査になります。以上でございます。 

0:10:44 その認識できればそれで結構です。 

0:10:53 規制庁のため、最後の確認ですけど、専門検査部門で面談をし

て、4月 27て、それで今の件明確にすることということでコメン

トをしてあるんですけど、 

0:11:08 それの回答を今して、これで 
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0:11:11 整理しましたという協会がおっしゃっているつもりで、あれ実は

提示されてるっていう理解でいいですか。 

0:11:19 ＲＡＳ東京事務所井浦でございます。その通りでございます。以

上です。 

0:11:23 はい。規制庁布田です。了解しました。 

0:11:29 はい。 

0:11:32 規制庁河村です。江藤ほか規制庁側でコメントないでしょうか。 

0:11:40 本件について、 

0:11:44 管理官が今入る予定なんですけど、それって、 

0:11:48 こっちの、規制庁河村です。なければちょっと私の方から 1点だ

け、修正していただきたいなという。ありがとうございます。 

0:11:57 当然、13ページ目の記載なんですけども発注、 

0:12:06 この検査の 3ポツ、工事上の留意事項の部分ですね、3ポツの工事

上の留意時、 

0:12:13 で、規則第 8条第 5号て、今、記載されてますけども、一応、 

0:12:21 申請書、申請される際には規則名称を前日とかされてない場合は

省略しないようにだけお願いいたします。 

0:12:32 よろしいでしょうか。 

0:12:35 ＲＦＳ東京事務所由良でございます。確認をいたしまして適切な

記載にしたいと思います。以上です。 

0:12:43 よろしくお願いいたします。 

0:12:46 規制庁河村です。よろしければこの件については以上にしてぽか

ーに移らさせていただきたいと思います。 

0:12:56 藤です。すいません。ＲＡＳ東京事務所折原でございます。1点ち

ょっと確認をさせていただいてもよろしいでしょうか。 

0:13:04 はい、どうぞ。 

0:13:06 4月 27日の面談の際にですね、議事録にはありませんが、試験仕

様と一部仕様書に同じもお話があったかと思いますが、この件に

つきましては、具体的な手続きの話を理解しておりますので、 

0:13:20 使用前確認申請に向けての相談事項として、させていただくとい

うことで今回の補正との、とは別にですねご相談させていただく

ということでよろしいでしょうか。 

0:13:35 私もこれ、 

0:13:39 はい。 

0:13:41 発言されます。 

0:13:42 あと、規制庁の岡村です。本件については、多分専門検査の方で

になると思うので千葉さんいかがでしょうか。 

0:13:54 清家千葉です。そういうことの考え、その認識で結構だと思いま

す。 
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0:14:01 ＲＡＳ東京事務所植原です。ありがとうございました。以上でご

ざいます。 

0:14:08 これはどこ。 

0:14:10 いや、そうすると規制庁カワムラです。 

0:14:14 ではよろしければ他の内容に移りたいと思います。ありがとう。

すいません。すいません、ＲＦＳさんから、 

0:14:26 リサイクル燃料貯蔵中についてという資料が出てるんですけど、

これはだから今日この場でお話されないってことですかね。 

0:14:43 規制庁河村です。蛯原さん、事務所。 

0:14:49 あれ首藤教授、川田でございます。この件はすいません。本日説

明はございません。以上でございます。 

0:14:56 すいません、千葉ですけど。 

0:14:59 1点だけ 2ページ目の 1ポツ、多分これ間違ってますので直してく

ださい。 

0:15:07 法律じゃありません、規則ですこれ。 

0:15:18 若井阿部東京事務所江村です。承知いたしました。 

0:15:23 媒体じゃない。 

0:15:24 やっているしなくなってるんで。うん。 

0:15:27 議事録から削除してですね、お願いします。 

0:15:33 基本、 

0:15:37 それでね、規制庁、岡村です。よろしいでしょうか。 

0:15:46 では通水藤細野他の方に移らさせていただきますけども、その他

の資料の内容については、ＲＦＳ側から追加説明ございますでし

ょうか。 

0:16:02 江田 0東京事務所のです。1件ございます六つのシライの方から説

明させていただきます。 

0:16:18 作って話ある別、うちの本社シライです。 

0:16:23 喜多％トリプルケーにつきましては、最後の方にしたいと思うん

ですが、 

0:16:30 いかがでしょうか。 

0:16:35 108ページ。 

0:16:41 11ページ。 

0:16:50 インタレスト事務所のですね配当、はいわかりました。私、どち

らでも良いのではい。 

0:16:59 では最後にさせていただきたいと思います。どうぞよろしく。 

0:17:06 規制庁河村です。そう示し、特に追加説明事項は元、今の段階で

はないということで江藤神社資料の 

0:17:18 ページ番号に沿って 
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0:17:21 確認していくということでよろしいでしょうか。 

0:17:27 あれ東京事務所のですよろしくお願いします。 

0:17:29 注平瀬カワムラです。承知いたしました。 

0:17:36 当県はまず 1点目、こちらからの確認事項として 1点目でござい

ますけども、資料 18ページ、16ページ目ですかね、こちらについ

て 

0:17:53 田口さんの方からご説明お願いしてよろしいでしょうか。 

0:18:01 だね。ちょっと待って、それの質問を飛ばしています。③の特に

質問は、 

0:18:14 カワムラさんこの質問はキャンセルしますので、江崎。 

0:18:21 次行きましょう。 

0:18:23 承知いたしました。 

0:18:25 規制庁の河村です。では続いて、私の方、 

0:18:31 からですけども資料中ページ 23ページ目をお願いいたします。 

0:18:38 あ、すみません、規制庁仲野ですけど、ちょっといいですか。 

0:18:44 はい。お願いいたします。 

0:18:47 今回ですね、 

0:18:49 最初にちょっと説明を聞きたいなと思ってて、今までいきなりコ

メント出してそれに何か 1問。 

0:18:56 一等でなかったと思うんですけど。 

0:18:59 今回の変更事項ってかなり多岐にわたってるんですが、Ｂ－1につ

いて、ざっと説明してもらえないでしょうか。 

0:19:09 それ以外にも説明したいところあれば、最初に説明聞きたいんで

すけどいかがですか。 

0:19:31 衛藤阿部東京事務所のですはい従前いつもご質問から始めてられ

ていたので今回もあれかなと思っておりましたが必要ということ

でご説明が必要ということですね。 

0:19:46 そうですね特にＢ－1については全く説明受けてない移転になりま

すので、 

0:19:52 考え方についてと、一通り聞いておきたいんですけども。 

0:19:59 はいそれではちょっと順番に、 

0:20:04 伊勢、Ｂ－1についてご説明を 

0:20:08 行っていただきますとちょっと必要に応じて、ＡとＢの 2号とい

うことで、 

0:20:15 初めの方からではちょっと行かせていただきます。また最初、4－

1から 4－4までこれ 4機能についての部分です。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 
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0:20:25 この復帰のこの点についてＢ－1、もしくは必要な部分でＢ－2

で、追加説明の必要がありますでしょうか。まず、ちょっと 1フ

ルヤ。 

0:20:40 ＩＲＳ東京フルヤでございます。4のまず基本的安全機能の件です

ね、この件については、すべて、説明を充実化させるものでござ

います考えを変えるものではございませんので、 

0:20:53 特に追加の説明はございません。ですから 4ポツ 1臨界防止、4ポ

ツに閉じ込め、 

0:21:01 4ポスターん除熱する。 

0:21:04 4ポツ、4の被ばくの防止、8ページあたり、ここについては追加

の説明はございません。以上です。 

0:21:15 あれ、東京事務所とその次のですね 4.5の部分は先ほどの工事の

報告ですのですでに済んでおりますので、 

0:21:24 続きまして 4.6の受入施設についてです。こちらもＡとＢ－1はな

くてＢのみだけですが、 

0:21:34 戸松側で何か追加の説明ありますでしょうか。 

0:21:41 これ別々に追加説明ございません。 

0:21:45 以上です。 

0:21:48 しました。続きまして 4－7、悲壮関係、いかがでしょうか。 

0:21:58 はい。議題 9燃料長のシライ出ず、検討関係業務Ｂ－2ですけれど

も、 

0:22:05 特定場所ですとか、計器番号を資料中に明確にするということ

で、市の収税或いは経営基盤、 

0:22:13 森木甲斐の仕方といったものを追加をしたかといったものでござ

います。 

0:22:19 以上です。 

0:22:23 レイエス東京事務所のです。 

0:22:25 続きまして 4－8の汚染の拡大防止と 4－9、放射線管理施設につい

てです。4－9につきましてはＢ－1がありますのでその点と、そ

れから、さらにＢ－2で、 

0:22:37 追加の説明が必要なところあれば、村川カトウさん、お願いいた

します。 

0:22:45 はい。小津。4.8の前の拡大防止の方ですけども、 

0:22:49 基本設計方針ですね、先日扉っていうものについてご質問があっ

たので、見なおしてみたところ、ちょっと記載に不整合というか

ありましたので、 

0:23:01 それも踏まえて、 

0:23:04 考え方そのものは変わってないんですけども整理をし直したとい

うところでございます。 
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0:23:10 放射線科案。 

0:23:12 一般じゃないんですよ。 

0:23:14 あとすいません、4.9交差点管理施設のＢ－1ですけれども、こち

らの廃棄物貯蔵室におけるエリアモニターの位置の説明の中で、 

0:23:25 ドラム缶の置き方について、奥から積み上げていくという説明を

しておりましたが、 

0:23:33 最初から積み上げるわけではなくて奥から順に並べていくという

ことで、ドラム株並べ方の期待考え方を変えたということで、そ

ちらに関する記載を変更しております。 

0:23:48 あと、このＢ－2として、日比野線量管理について、 

0:23:54 作業に伴う線量管理は、警報機能つきで行いますけれども、累積

の作業となる土地被ばくについては、 

0:24:02 特に説明がなかったので、記載がなかったので、個人被ばく管理

については、積算線量計を用いるということで追加をしたといっ

た内容になってございます。 

0:24:14 また検出器の位置ですとか、使用の仕方を少し説明を追加をした

内容となっております。 

0:24:22 規制庁鷹野です。 

0:24:26 今 4.9のＢ－1はですね。 

0:24:31 変更の理由を教えてもらえますか。 

0:24:36 23ページのＡとＢの 1ですね。 

0:24:41 はい、リサイクル燃料貯蔵の白井ですが、 

0:24:44 こちらにつきましては、記載としては、 

0:24:48 エリア盛廃棄物Ｊａｐｐのエリアモニターの 1の説明のところの

記載です。 

0:24:54 で、高いところに、 

0:24:56 手前側の高いところに建設を置くと、その理由の中のｄｕそのテ

レビの理由として、 

0:25:05 廃棄物を入れたドラム缶を奥に、 

0:25:09 積み上げていくと、いうことで記載をしていたんですが、その

下、最初から積み上げていくものではなくて、 

0:25:17 奥から、 

0:25:18 1段目でずっと鳴らして、次、それがさらに 1段では置けなくなれ

ば 2、2段目に置くと言うドラム缶の置き方に変更し考え方を変え

ましたので、 

0:25:30 その旨の説明を、 

0:25:34 の記載、その旨を記載するように、修繕をしたといったものにな

ります。 
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0:25:40 規制庁仲野です。 

0:25:42 すいません軟質効果で申し訳ないけど何で変更したのかの理由を

聞いてるんですけど。 

0:25:49 積み方を変えた理由ですね。 

0:25:56 当初のリサイクルカトウです。当初の記載っていうのが奥の方か

ら順番に積み上げていくっていうな記載になったかと思いますけ

ども、 

0:26:04 もともとＲＦＳ制ではそのように大量に 

0:26:08 こういうドラム缶発生するということはか想定しにくいので、最

初から積み上げるのではなくて、最初はまず低い面で一面で、作

業性とかを考えて進んでいくと。 

0:26:18 で、吉良になった時はだんだん上に積んでいくような記載に中、 

0:26:23 通らんのわかるような記載に直したというものでございます。 

0:26:28 規制庁仲野です。 

0:26:30 と、もともとは国から 5区に積み上げていくという計画だったも

のを、平良に並べていく、いくっていう方針に変更したっていう

説明ですよね。 

0:26:40 なぜ変更したか聞いてるんですけど、 

0:26:47 なぜ、なぜ云々と。 

0:26:50 それとももともとのそういう計画高の記載が間違っていたんです

か。どっちなんですかね。 

0:26:55 うん。ＲＦＳむつの植野でございます。 

0:26:59 ドラム缶の発生量が少ないときに、巡視とか考えたときにです

ね、当間三田積みしているよりかは、1段目に、 

0:27:10 それぞれ置いていた方のが巡視のしやすさというところがありま

してその運用を考慮した記載にしたということでございます。以

上です。 

0:27:23 規制庁仲間です。何か 

0:27:26 運用を見直すようなプロセスがあって、 

0:27:29 よくよく検討してみたら、こっちの運用の方がいいねっていうこ

とになったってことですか。 

0:27:36 ＲＦＳむつの植野です。 

0:27:39 ドラム缶の発生量が少ないうちは、 

0:27:42 1段積みにしておいた方のが、すぐドラム缶を見やすいというとこ

ろがございましたので、そのような記載にしております。以上で

す。 

0:27:55 規制庁中間ですわかりました。 

0:27:58 次お願いします。 
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0:28:01 パレス東京事務所です。 

0:28:04 今 4.9まで参りましたので、それで 4．10です耐震性の部分につ

いて、こちらＢ－1号、 

0:28:13 はい。 

0:28:14 規制庁の河村です。ちょっと、4.9でコメントしてよろしいでしょ

うか。 

0:28:24 お願いします。 

0:28:26 衛藤規制庁の河村です。4.9で通しページ 24ページ目で、 

0:28:33 3ポツ 2で、個人管理用の測定設備を記載いただいたかと思うんで

すけども、 

0:28:41 ちょっとこの内容って、設工認の断面だと具体的過ぎないかなっ

て思っただ形なんですけど。 

0:28:50 この記載で何か駄目ってことはないんですけど、 

0:28:53 何か個人的には、具体的な記載過ぎて、 

0:28:59 これって何か保安規定とかもっと下部要領に書くべきことなんじ

ゃないかなと思っただ形。 

0:29:05 ですので、もし補正まで時間があるようであれば何かしら検討い

ただければと思うんですけども。 

0:29:14 特段この記載に直して欲しいとかそういったものではございませ

ん。 

0:29:20 こちらについては以上です。 

0:29:24 リサイクル燃料貯蔵面白いです。 

0:29:28 ご意見ありがとうございます。少し社内でちょっと確認をして、 

0:29:33 必要があれば、変更したいと思います。ありがとうございます。 

0:29:42 はい。規制庁川村です。よろしくお願いいたします。 

0:29:46 では説明の方続いてお願いいたします。 

0:29:52 ＲＦＳ東京事務所のです。では年ページ 29ページから、耐震性に

ついてご説明いたします。 

0:30:16 はい。あれです村瀬です。の中のとこですけども、Ｂの一井の一

番と 2番についてですけども、キャッシュの評価 1点というの

は、 

0:30:27 東京事務所側から説明の方、お願いいたします。 

0:30:33 はい東京事務所ＲＡＳ東京事務所マキウチです。今一番②番につ

いてご説明させていただきます。まず①番ですけれども、 

0:30:46 こちらヒアリングの中でですね水平 2方向の評価についてですね

コメントをいただいております。3月 9日の時点でですね水平 2方

向の評価方法がですね、 

0:30:58 水平 1方向とやり方が違うんじゃないかということでコメントを

いただきました。こちらなんですけれども、 
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0:31:07 ちょっと水平方向の方ですねちょっと厳し目な値としてＮＳとＥ

Ｗ方向の最大振動を同時に組みましたベクトル合成こちらでです

ね設計震度を、 

0:31:18 評価をしているというところでそこにですね大きな保守性を持っ

て評価をしました。そのためですね水平 1方向の方とはですね、

深度の設定のですねフローが違っていたという点が挙げられま

す。 

0:31:32 ですがちょっとこれについてですねＲＳの方ですね検討した結果

ですね、そちらは水平 1方向と同じ形で設計振動を 

0:31:41 設定するのが妥当であるというところを考えまして、もともと考

えていた水平 2方向の量ではなくて、設定値方向、 

0:31:54 基本の設工認の申請書にある評価方法、こちらと同じ方法で水平 2

方向についても、計算をするということに方針を変えておりま

す。 

0:32:06 中でですね、最も水平方向の方と同じ考え方を適用するというと

ころで 

0:32:16 どれだけですね計算にお布施を持たせるかというところを再度検

討しまして、もともとベクトル 502の部分ですけれども、ベクト

ル合成で実施をしていた評価方法について、 

0:32:29 組み合わせ係数法というものこちらも先行でも事例のある、水平 2

方向の組み合わせの方法なんですけれども、こちらをですね採用

した評価に、 

0:32:39 変更したというふうになります。こちらの説明は以上です。 

0:32:55 ちょっと、続きまして、 

0:32:59 税金醸造、三つの額です。続きまして、リーチの 3番についてで

すけども、通信連絡設備の設備について、Ｃクラス施設の節の分

類の変更、評価の変更について、 

0:33:14 見直しの方を行っております。 

0:33:18 続きましてＢ2の項目に行きまして、一つ目の一番につきまして

は、ＡＣＡの値の方を再確認したところ、数字の方の見直しを行

いましたというものがあります。 

0:33:30 続きまして 2番につきましては、波及的影響を考慮する施設の選

定、設備として、貯蔵建屋受け入れ区域天井クレーン、 

0:33:40 搬送台車を抽出しておりますがそちらについては基本設計方針の

中で、基準地震動越に対して評価を行うような形でありますので

画期的影響、 

0:33:53 を要する施設の中から除外するような形で変更しております。 

0:33:58 続きまして、3番については、先ほどご説明した通りでして、続き

まして 4Ｂの 4番についてですけども、 
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0:34:07 こちらはちょっと画面共有で資料の方が一つありまして、画面共

有の方をお願いいたします。 

0:34:21 うちの受け入れ区域天井クレーンのＢクラス評価における固有収

益の変更について、御説明所にありますが、 

0:34:32 まず初めに、お話しております設備 364、概要の 34ページに記載

しております、鉛直方向の保有周期の特性についてですけども、 

0:34:43 計算モデルの変更やケース計算方法等による変更による補正では

なく、地震動の振動を確認したところ、従来の固有周期と違うと

ころが大きなものがあったため、補正前の様子、 

0:34:57 となっております。 

0:34:58 従来の評価の通り、こういう周期が、長周期の方が震度が大きい

と考えて対象となる、こういう地域の震度に変更がないと思い、

変更申請の方では記載しておりました。 

0:35:10 2ポツで、固有周期と、その深部について比較しております。 

0:35:16 友利が、 

0:35:18 プランター中央部にある場合としては、 

0:35:21 から 2時と吊荷ですね、何をつった状態なのかっつってないのか

という形で、こういう周期の算出をして、固有周期により、設計

用床応答曲線から求まる振動を比較して、大きいものを選定して

おります。 

0:35:36 表一位の 2ですけども、駅新村出野真吾。 

0:35:42 あとは、 

0:35:45 令和 3年 11月に提出しました、変更認可申請書、あとは今回、 

0:35:52 参考資料のほうに載っております。補正の第 

0:35:56 2について、進度等、2の状態と雇用収益という形で、 

0:36:02 まとめております。 

0:36:05 金梶等変更申請の際には、 

0:36:10 吊荷の状態に移った状態の方、 

0:36:13 の値を記載しておりましたが、そちら、 

0:36:17 今回、再確認したところ、から 2次の方の、 

0:36:21 資料の方が大きいということがわかりましたのでそちらに変更し

ます。その関係について協議の方にまとめております。 

0:36:31 通りガーダー中央にある場合の、から二次の保有周期について

は、0.098。 

0:36:38 刷りについては、0.174、この固有周期については、変更はござい

ません。 

0:36:46 既認可時の新投資としては、から 2時が 0.48、吊荷時が 0.655で

あったため、 
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0:36:55 譲った状態の方の 0.174の、 

0:36:59 震度 0.65を採用しておりました。 

0:37:02 今回確認しましたところ、 

0:37:06 から 2次の方が、0.70、ついに時の時は 0.6万ということで、か

ら 2時の方が震度が大きいということで、 

0:37:17 加賀理事の方の進路を記載をする。 

0:37:20 するような補正の内容となっております。震度が大きいものなの

で、固有周期についても、非公認で記載があった 0.1が 4から、 

0:37:31 次 2の 0.174からＡから二次の 0.098に記載を変更するものとな

っております。 

0:37:39 Ｂ2－4についても、 

0:37:42 追加のご説明については以上となります。 

0:37:49 あれ、東條事務所のですね、最初のですね、ビーチの組み合わせ

係数のところにつきましても少し追加の説明資料を準備しており

ますので、ちょっと先にさせていただきたいと思います。 

0:38:03 はい。水村遠藤醸造東京事務所マキウチです。先ほど口頭でご説

明したところですね図があったほうがわかりやすいと思いますの

でこちらの表でもですね改めてご説明をさせていただきます。 

0:38:15 もともとですね表一位の左側のですね、方向としてまず算出する

深度としては設計を床応答曲線の値、こちらをですねＮＳＥＷ最

大を含めました方法で詳細評価性能工の詳細評価を行う深度を設

定しておりました。 

0:38:33 今回ですね、ご指摘いただいたところとですね、本来、この設計

を買うと曲線の値とですね、例えば最大応答。 

0:38:43 こちらはどちらもですね考慮した上で大きいものを採用するとい

うのが一般的な考え方ですので、こちら水平方向の方と同じ考え

方に変えたのと、 

0:38:54 それに合わせてですね評価方法についてもですね、ＮＳＥＷ最大

値を組み合わせるのではなくてですね組み合わせ係数をというと

ころを採用しまして、大きい側の震度に対しては 1倍小さい側の 

0:39:08 水道に対してはですね、0.4倍をして設計震度を算出すると、それ

をですね設計用床応答曲線の値と、建屋の最大加速度、 

0:39:18 こちらの二つを比較して大きい方を、詳細評価用の設計振動とし

たという内容になっております。結果としてはですね表 2の部分

を見ていただきたいんですけれども、 

0:39:31 こちら左側がですね水平値方向の設計震度の設定方法になりま

す。こちらのですね、例えば最大加速度で算出した値は括弧書き

の中で 1.2ＺＰＡということで例えば最大応答。 
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0:39:47 に 1．二倍した値を書いてるんですけれども、実際の設計ではです

ねそれらを、よりも大きい 1.40というような値を使用しておりま

す。 

0:39:58 水平 2方向の詳細評価用の震度表の右側の方ですけれども、こち

らを比較しますと、組み合わせ係数法を用いて評価をした場合、 

0:40:09 1.39という値、こちらが大きくなるんですけれどもこの値はです

ね、すでに水平方向の方で評価をしていた値 1.40という辺り保守

的にですね大きい深度で設計をしているものなんですけれども、

こちらの値には包絡されるということが確認できました。 

0:40:28 ですので、今回水平 2方向の部分について構造だとか誘導みたい

なところで、評価をしてるんですけれども実際に評価をする山に

なって設計震度を設定した場合はですね、 

0:40:43 すでに評価をしている、水平方向の評価、こちらにですね包絡さ

れるということが確認できましたので、申請者についてはですね

そのような旨で記載を変更をしているものになります。 

0:40:58 説明は以上です。 

0:41:02 あれ東京事務所ですと一度ここで切らせていただいた方がいいか

と思いますので、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

0:41:10 規制庁の吉村です。いいですか。 

0:41:14 はいどうぞ。ですね、今、最後 2ご説明いただいた件で、まず 1.2

ＺＰＡを採用すると、私の方からコメントさせてもらったんです

けどこれは、 

0:41:29 基本的にはこれ 1.2ＺＰＡっていうのはそういう時評価の方で使っ

てるんですけど、 

0:41:35 これを使わないとおそらくこの辺の周期体だと。 

0:41:41 統合後構造の加速度のほうが大きくなってしまうような、ちょっ

と逆転という、 

0:41:47 現象みたいなやつが起きやすいレベルなので、この両方入れても

らったということは、私はこれで結構だと思います。 

0:41:55 あと組み合わせ係数法を今回、 

0:42:02 前回次長は平均ですねさっきの表にあった。 

0:42:06 宇野から、 

0:42:07 組み合わせ係数法に変えたというのは、 

0:42:11 その大きな理由としては 1.2ＺＰＡを考慮すると厳しくなるってい

うことが、 

0:42:19 へ、これを今回加えたという大きな理由なんでしょうか。 

0:42:26 はい。リサイクルの藤東京事務所マキウチです。おっしゃる通り

ですねこちらもともと 1.2ＺＰＡというところを想定してないとこ

ろで評価してましたので、 
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0:42:38 頭がさすがに最大値の組み合わせというところで評価をしてしま

うと厳しい機器があるというところが実態でございます。 

0:42:51 規制庁の吉村です。これ多分、 

0:42:55 別の資料で、 

0:42:57 今回出て細かい図提出されてるのでそちらの説明もまたあるのか

なとはちょっと思ってるんですが、1点、支持ポイントを、例えば

3点で支持するとか、 

0:43:10 1点で支持するとかいうそういう評価の中身とは直接、 

0:43:14 評価のやり方とは直接この変更ってのは関連してないということ

でですか。 

0:43:23 ＲＦＳ東京事務所マキウチです。こちらの方法ですね設計震度の

設定方法ですので評価の中身とは直接は関係ないんですけれど

も、 

0:43:34 ただですねそちらのおそらく今おっしゃられてるのがトラニオン

の指示関係の評価のお話だと思うんですけれども、そちらもです

ね当然変更する場合はですね、 

0:43:46 かなり深度として厳しい部分になりますのでＮＳＥＷの最大を組

み合わせるというところでいくと、かなり厳しい値になってしま

うという実態があります。 

0:43:57 説明以上です。 

0:44:03 わかりました。いずれにしろ情報、 

0:44:07 厳しい条件で見直すとこちらの方法を、 

0:44:12 譲渡した組み合わせ、 

0:44:16 に変更したいということですね。 

0:44:19 ご説明は了解しました。 

0:44:23 ありがとうございます。 

0:44:26 規制庁仲野です。 

0:44:28 まずちょっと①と②だけ先にやりたいんですけど、河村さん、あ

ればお願いします。 

0:44:39 はい。規制庁の河村です。丸井。衛藤。 

0:44:45 す。 

0:44:46 今、画面に映し出されている部分のＢ－2、 

0:44:50 て書いてる部分の①番ですね、ちょっとここ高野部分だけ確認を

させてください。ごめんなさい。これ、Ｂ－1の①と②だけだった

ら今話が、 

0:45:01 はい。先にどうぞ。はい。 

0:45:05 他、いいですか。野村さんも、 

0:45:08 ①と②は、 
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0:45:11 ノムラですが私は大丈夫ですか。はい。田口さん、ございませ

ん。いいですか。 

0:45:17 こちらから特にないです。 

0:45:19 了解です。 

0:45:21 ちょっと僕鈴木石丸さんについて聞きたいんだけどこれちょっと

説明が、さらっと行っちゃったんで、もうちょっと詳しく、添付 5

－1の説明聞いてもいいですか。 

0:45:29 どう変えたのか。 

0:45:58 規制庁仲野です。 

0:46:02 3節 2－3－004の資料の 29ページ、今話してたんですけど、 

0:46:11 今あそこの、そうですね、今そこですね、Ｂｔｏ、そうですそ

れ、③について、 

0:46:17 ちょっと説明を聞きたかったんですけど。 

0:46:20 はい。リサイクル燃料物、境です。通信連絡設備の方のですね記

載なんですけども、 

0:46:30 設備名の部分で記載があったんですが、構成機器に合わせて、今

回を設置する 

0:46:42 箇所がですね変わってたということで、変更させさせていただい

ております。 

0:46:49 川手田坂甲斐抱えますはい。 

0:46:53 設計進捗に伴って変えたそれはちょっと、 

0:46:57 設計進捗していく中で、ちょっと機器の設備名のを記載。 

0:47:04 を書いております。 

0:47:08 規制庁荒戸です。その理由がわかれば教えてください。 

0:47:12 理由はですね、 

0:47:17 もともと設備名書いてあったんですけども設計の中でそこに設置

する機器がないというのがわかったりですね。 

0:47:29 実際そのを配置する機器のですね、場所が違ってたということ

で、変えております。 

0:47:40 4月のものが性能が上がってたので、上がってきたので、この場所

を変えることができたので、数を減らして、すいません。 

0:47:50 健康さん担当ん飛び、 

0:47:53 認識してますので、聞こえましたありがとうございます。いえ、

すいません。発言者アカサカです。以上です。はい存じておりま

す。 

0:48:01 はい。すいません。 

0:48:04 丸昴さん他に何かありますか。 

0:48:08 いいですか。 
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0:48:11 その次行っていいですかね。Ｂの①なんですけど、これも理由を

聞きたいんですけど。 

0:48:18 何か端数処理とかの関係なんですかね。 

0:48:22 はい。実際去年ちょっとプラスです。はい、2－01についてですけ

ども端数処理の関係切り上げ時のところを、しっかりと確認した

ところ、説明は退出するというものっております。以上です。 

0:48:36 規制庁中野です。これって結構影響範囲は大きくないんですか。 

0:48:43 被災訓練所の村田です。こちらＨＰ30.3メーターから 43.5メータ

ーのところの、ＣＩの値になってましてその位置に設置する時期

等はありませんので、 

0:48:56 壇上では特に使用していない値となっております。以上でござい

ます。 

0:49:03 仲野です了解しました。河村さんありますか。 

0:49:09 規制庁の河村です。今の説明で了解です。 

0:49:16 はい、じゃ次②について河村さんどうぞ。 

0:49:23 はい。規制庁の河村です。②の部分ですけども 31ページ目をお願

いいたします。 

0:49:41 衛藤さん 11ページ名のＡとＢの 2の②と記載されてる部分で、 

0:49:47 そのため、で始まる部分の文章なんですけども、 

0:49:55 例えばクレーン台車についてはＳｓによる地震力に対して基本的

安全機能を損なわない設計としているか、ことから、 

0:50:04 波及的影響の設計対象から除くっていう記載になってるんですけ

ども、江藤、ちょっと、 

0:50:12 私の感覚では、 

0:50:14 工事、こういう記載じゃないんじゃないかなと思ってまして。 

0:50:18 建屋とクレーンと台車は基本、はっきり的影響を考慮しなきゃい

けない設備だと思っております。その上でその耐震性評価の中で

基本的安全性、 

0:50:32 機能を損なわないよう、Ｓｓ機能維持していることから 

0:50:39 波及的安全影響を評価する計算書の中で、評価対象から除くって

いう表現になるんじゃないかなと。 

0:50:49 思ってるんですけどもその辺いかがでしょうか。 

0:50:55 はい。リサイクルにちょっとノムラてです。はい。今いただいた

お話の通りだと思ってましてそちらのところが、文章上は詳しく

は書かれていないことが、 

0:51:06 今、下感じましたので、今いただいたお話の部分も含めて、もう

少し記載のほうをわかりやすくしたような形で構成したいと思い

ます。以上です。 
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0:51:20 はい。規制庁の河村です。その通りで文章表現だけの問題ですの

で、適切に修正していただければと思います。 

0:51:29 私からは以上です。 

0:51:35 はい。それ以降何かありますかっていうと、あと河村さんお願い

します。 

0:51:45 はい。規制庁の河村です。耐震関係についてはコメント以上にな

るかと思うので続いての説明の方をお願いいたします。田口規制

庁です。事務所です。それでは 4．11の自然現象について、 

0:52:01 ですね、こちらの方の評価の関係。すいません。耐震レーン、ち

ょっと一つあるんですがよろしいですか。規制庁の田口です。 

0:52:14 はいどうぞお願いします。はい、えっとですね 34ページなんです

けど、 

0:52:22 今回間違いの元になったものなんですけど、もともと、 

0:52:28 ＰＶの位置というのは、2種類あるんですね。 

0:52:33 それによって地震力がおっきい方を採用すると。 

0:52:38 ですから、例えばこういう表にですね、二つ並べてへ、 

0:52:44 併記してお昼を取るという注釈にするとかですね。 

0:52:48 括弧書きにして、 

0:52:51 採用しなかったものがわかるようにするんですね。 

0:52:55 そういった、 

0:52:56 注意をしていただくと、こちらも審査しやすいなと思います。以

上です。 

0:53:04 はい、荒安村です。今、大体お話を反映しまして補正の方、議事

に移りたいと思います。ありがとうございました。よろしくお願

いします。 

0:53:16 規制庁中尾です。もう 1個ありましたと言えば、 

0:53:19 耐震評価の変更にあたって、第 1回目に 1回目の設工認の方は変

更して大丈夫なんですか、その④に関してですね。 

0:53:31 こういう周期、はい。 

0:54:11 サイクル燃焼度です。今お話いただいてるところっていうのは添

付の 5－8の部分、お話でしょうか。 

0:54:22 規制庁の赤田です。先ほど 29ページのＢ－2の話を、Ｂ－2の④

の話が先ほどそちらで画面共有して見ていただいたと思うんです

けども、 

0:54:35 この第 1回の設工認のときの、 

0:54:39 数字も、 

0:54:41 0.998が違うな。 

0:54:44 数字が、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:54:45 違いました話ありましたよね。 

0:54:50 実際組んでちょっとノムラてです。29ページの④についてはです

ね、去年の 

0:54:58 Ｂクラスの評価になってますんで、第 1回申請で第 1回の分割申

請でクレームを受けるべき点自分の評価は、提出はしておりませ

んので、そちらの方は、 

0:55:12 変更するところはありません。以上となります。 

0:55:15 規制庁仲野です。そこの表 1に書いてある。 

0:55:19 帰任感っていうのは、 

0:55:22 関係ないんですか。 

0:55:25 22年。 

0:55:27 平成 22年、 

0:55:28 1サイクルでちょっともらって、 

0:55:31 平成 20年の 8月になってます。 

0:55:36 わかりました。勘違いです失礼しました。 

0:55:48 次お願いします。 

0:55:51 はい井崎の燃料貯蔵のです。それでは 4－11について、自然現象

火災のところについてご説明いたします。 

0:56:01 柿崎ですけれども、4.1、これ大分外部火災の件でございまして、

内容としましては①②と②、同じようなちょっと内容なんですけ

れども、 

0:56:16 あります通り当初外部関係の評価が燃える評価ですけど、評価で

すけれども、それぞれ管理されてある既設の電源車、 

0:56:27 のスペックでもって、評価をしてございました値としては、①の 2

行目にある 0.2865立米を用いて、熱影響評価を実施しておりま

す。 

0:56:39 しかしながら電源車は今後取りかえとか当然 50％の 

0:56:45 事業の中であり、それがあと一般産業用工業品もあってですね、

今あるステップ数とはまた異なるものが今後来る可能性もあるの

かなということで、保守的に 

0:56:58 今の現状を超えるような保守的な評価となるような電源車を選定

して、その影響でもって評価をすることとしてございます。まず 1

が燃料のお話でございまして②は同様の理由、今後会話変えると

いうことで燃焼面積の話でございます。 

0:57:15 こちらの方の同じように既存の配備されているものを上回るよう

な保守的な値でちょっと斉藤川野渋谷の保存、内容でございま

す。 

0:57:25 説明は以上です。 
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0:57:29 規制庁仲野です。 

0:57:32 阿藤。 

0:57:34 電源車に関しては、第 1回目の分割申請の変更を出されるという

ふうに伺っていますけども、その時出されるあたりっていうの

は、その実際の、 

0:57:44 実際の面積を出されて、今回の 

0:57:49 補正の中ではそれをさらに上回る保守的な設定するっていうこと

なんですかね、ちょっと第 1回目の変更との関係が引っかかった

んですけど、 

0:57:59 ＵＳの柿崎です。外部監査のこちらの評価についてはこの辺りで

もって第 1回も今後、 

0:58:07 この辺りと全くご指摘に変えましたけどそのあたりでもって変更

申請を県が申請を出させていただく予定ですので、 

0:58:17 今後買うものではなくてそれを上回るものもこれと全く同じ値

で、返還に申請を出す予定でございます。 

0:58:24 以上です。 

0:58:26 規制庁仲間です。その時の、これと全く一緒っていうのは、保守

的な値ってことですね。 

0:58:33 阿比留柿崎です。ご認識の通りです。 

0:58:37 はい、了解しました。 

0:58:42 すいませんＲＦＳ物のイトウです。えっとですね第 2回申請はこ

ちらに書いてございます。保守的の数字でお出しするんですが、 

0:58:52 第 1回位の変更の方は特に本件を含めて、電源車のみの変更でお

出しする予定ですが、 

0:59:00 予定しております以上です。 

0:59:03 規制庁仲野です。その評価の件は、もちろん含まれないのは生じ

ないんですけど、燃料の量とか、 

0:59:11 燃料のような、どっちなのかなってちょっと気にしたわけです。 

0:59:27 ＲＳ物のイトウです。こちらの燃料の保守的な量というのはあく

まで外部火災の範疇の話だけであって、電源車のスペックについ

ては電源車と同等のといいますか、 

0:59:40 Ｄといったスペックでお出しする予定です。以上です。 

0:59:45 市長中出諏訪からはわかりましたそれが聞きたかっただけなんで

すけど。 

0:59:49 石井さん何かありますか。 

0:59:53 イシイです。状況がわかったので、大丈夫だと思います。 

1:00:01 以上です。 

1:00:10 次どうぞ。 
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1:00:13 あれヘルス東京事務所のです。 

1:00:15 それでは 44ページです安全機能を有する施設についてです。こち

らＢ2のみですが何か補足がありますでしょうか。 

1:00:28 桜井燃料所乳井です。アクセス性としてアクセス可能な場所へ設

置する旨を明確にわかるよう、 

1:00:36 記載した通りです。 

1:00:38 以上です。 

1:00:42 ＩＲＳ東京事務所のです。 

1:00:45 2は続きまして 4－13通信連絡設備についてです。こちらＢ案がＢ

値がございますので補足をお願いします。 

1:00:56 はい。ＲＦＳむつ、境です。ＡとＢの①なんですが、放送設備と

か非常放送設備のスピーカーについてですね、 

1:01:07 設計進捗の中で高出力のスピーカーを採用することで、設置数量

等の削減、あと設置位置の見直しを行っております。 

1:01:17 それから、ＡとＢの 2Ｅ－01なんですが、こちらについては、 

1:01:23 社内電話設備、と層状機、こちらの方の一斉放送の機能を有する

機器について、 

1:01:32 ＰＴまず、及びファンドセットを、を明確に記載をしておりま

す。 

1:01:41 それからｂの②の方なんですが、社内電話設備のＰＨＳ基地 

1:01:47 基地局、それから送受ガッキーのファンドセットについて、今後

の建屋増設等に対応するため数量等の 

1:01:56 適宜改善する旨を追記しております。 

1:02:00 以上んなります。 

1:02:03 規制庁永野です。ちょっとＢ－1－01について、質問なんですけ

ど、これも 

1:02:10 おそらくさっきと一緒で、 

1:02:12 設計が進捗していくにしたがって、スピーカーの仕様はより固ま

ったということで、正しく変えたということだと理解してるんで

すけど。 

1:02:21 この今、 

1:02:22 設工認の審査をしている中で、何か並行して設計を進めてて、今

回はたまたま補正に間に合ったからいいですけど、 

1:02:31 間に合わない。この後また設計進捗してったら、また変わってき

た場所があったりとかすることがあるってことなんですかね。 

1:02:39 あれスムーズ境です。今回今後はですね、見直しの方はないと思

われます。今回の最終になると思います。 

1:02:49 規制庁中尾です。そうすると、申請段階ではまだ 100％、Ｃ、 
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1:02:56 詳細設計まで行ってなかったけども、設工認の審査を受けなが

ら、並行して見直すっていう計画だったってことなんですがもと

もと、 

1:03:05 ＲＦＳスムーズ堺です。す。はい。設計の見直しの中がああせ、

設計の見直しの時期がですね、ちょっと、 

1:03:16 遅れていたためにですね。はい。 

1:03:22 はい今回見直したということです。はい。はい、わかりました。

はい。はい。 

1:03:28 私は以上です。 

1:03:43 他皆さんなければ、次に、 

1:03:49 荒Ｈｅａｄ事務所のですよろしいでしょうか。 

1:03:57 はい。それでは続きまして 4．14工事の方法を自動規格以外の設

備ですが、こちらは冒頭でお話しておりますので、次へ参りたい

と思います。 

1:04:08 53ページです。4．15変更理由等の記載についてです。 

1:04:13 こちらについて名とも津川から補足等ありましたらお願いいたし

ます。 

1:04:20 はい。ＡとＢの 1の①のところですけども、現在の状況、説明状

況を踏まえまして、工程表の記載を見直したというような形にな

っております。 

1:04:31 開始工事の開始の時期と、終わりの時期を変えているというの

と、それから追加として、 

1:04:40 分割 1回目の工事、それが 2回目の工事を記載をしたというよう

な形になっております。 

1:04:47 そこのページには、何ページだ。 

1:04:53 下のページでいきますと 57ページのところ、 

1:04:56 1階の適合性工事 2階の適合構成工事ということでここ分けて記載

をしたという形になっております。以上です。 

1:05:12 三原東京事務所のです。ご質問等ございましたらお願いいたしま

す。 

1:05:23 衛藤規制庁の河村です。衛藤よろしければちょっと私の方から、 

1:05:32 ＰＤＦの通しページ 56ページ目になるんですけども、 

1:05:41 今回変更いただくくう内容ちょっと列記していただいてる部分な

んですけども、少し、土岐さ飯尾適正、 

1:05:51 貸していただきたいなと思っている部分がございます。 

1:05:55 まず一つ目ですけども、括弧 2番ですけども、貯蔵外について、 

1:06:04 津波の設計条件を変更したことによる津波評価ってあるんですけ

ど、入力地震動の変更に伴う耐震評価もあるのかなと思っており

ます。 
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1:06:17 この点いかがでしょうか。 

1:06:23 はい。あるベースのスギヤマです。おっしゃる通り耐震関係も変

わっておりますのでそこを反映したいと思います。 

1:06:33 はい。規制庁河村です。よろしくお願いいたします。 

1:06:39 衛藤。 

1:06:41 続い。 

1:06:43 てでございますけども、 

1:06:47 （6）番の、 

1:06:49 記載になるんですけども、 

1:06:56 ドラムカーンであったりステンレス製の密封容器についてはいず

れも今回に、設工認の申請対象外設備、 

1:07:06 となっておりますので、廃棄物貯蔵室の固縛設計については、対

象外の設備の枠設計、 

1:07:17 ていうことで、ここからの記載は落としてもいいんじゃないかな

と思っておるんですけどいかがでしょうか。 

1:07:29 はい。ＲＡＳむつの杉山です。ドラム缶の耐津波設計に関しては

閉じ込めとかそういう話もありまして、或いは保持。 

1:07:39 汚染の拡大防止かなという話がありまして入れておりましたけど

も、なくてもいいという話であれば、抜きたいと思います。以上

です。 

1:07:49 はい。規制庁河村です。 

1:07:51 言った様の方お願いいたします。続いて（9）と（10）番なんです

けども、 

1:08:01 （9）番（10）番について同様の記載内容となってるんですけど

も、既設の設備に加えて増設するってあるんですけども、 

1:08:14 ちょっとその部分、主主語って言うんですかね、何を増設するか

がなくて、ちょっと文章としてこれでいいのかなって思ってる部

分です。 

1:08:25 増設が正しいのであれば、増設する設備を変えていただきたいと

思ってます。 

1:08:33 この点いかがでしょうか。 

1:08:38 あれ津野スギヤマです。ここの記載の仕方ちょっと悩みまして、

今あるものに、 

1:08:46 今あるものが既設のものがありましてプラスで、付け加えるとい

うような形でなっているような状況です。で、付け加えることに

対する設備を、 

1:08:57 ここに記載するとちょっとバランスが悪いなということで、さら

っと書いたつもりだったんですけども、いかがでしょうか。 
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1:09:13 規制庁川村です。そうすると、多分具体的な設備名称はいらない

んですけども何かしら、 

1:09:24 何名、何を、 

1:09:27 いいですか、新たに 

1:09:32 せなんで言うと、なんでしたっけ。 

1:09:38 新たに通信連絡設備を追加するであったり新たに消防用設備を追

加するみたいな、何、何かこう、何、 

1:09:50 対象となるものを、 

1:09:51 少し 

1:09:55 ふわっとしたん。 

1:09:56 下記の名前でいいとは思うんですけど、何かないとちょっと文章

として違和感を感じ、 

1:10:04 出るっていうところです。 

1:10:08 申し訳ございません。 

1:10:10 ＲＦＳむつの杉山です。そのようでコメントいただいてますので

例えば消防用設備ですと、化学泡消火器。 

1:10:21 が追加になりますので、既設の消防設備に加えて、化学泡消火

せ、消火器を増設すると。 

1:10:32 いう形でもうこういう名を次回入れちゃってもよろしいですか。 

1:10:38 はい。規制庁、岡村です。そういった記載であれば特段違和感は

感じないので 

1:10:47 こういうの名称が入ってた方が、これが新しくな、追加される設

備なんだというのも、我々としても特定しやすくなるので、そう

いった対応、 

1:10:58 ができるのであればお願いいたします。 

1:11:01 はい。ＲＳむつの杉山です。ちょっとバランス悪いですけどもそ

のように対応したいと思います。以上です。 

1:11:10 規制庁仲間です。 

1:11:12 1点確認なんですけど、 

1:11:14 通信連絡設備っていうのは、もともと、 

1:11:17 季節、季節なかったんでしたっけ、それとも、 

1:11:21 あったっていうか、 

1:11:22 ものがあったんでしょうけど、設工認対象として、既設のものが

あったんでしたっけ。 

1:11:30 はい。Ｆａｃｅｂｏｏｋの杉山です。通信連絡設備は今省内にも

のがあるというような状況で、それに今回の新規制関係で、追加

して設置をするというような形になっております。 
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1:11:46 規制庁の赤尾です。将来にもともとあったものも、ちゃんと設工

認で出されていたものがもうすでに設置されていて、 

1:11:54 いうことでいいんですよね自主、一時的に格上げしたんじゃない

んですよね。 

1:11:57 22 

1:11:59 大丈夫。やっぱ、 

1:12:02 新たに設置するって言ってるのが自主的に確認した設備です。違

いますよね。ちょっと私はそこが混乱しちゃっています。 

1:12:25 阿部カワムラさんどっちでしたっけ。 

1:12:29 規制庁の河村です。私も多分仲野さんの 

1:12:34 思ってることと同じことを思ってまして、衛藤既設の通信連絡設

備であったり既設の消防用設備って、 

1:12:44 平成 22年に認可を受けてたんでしたっけっていうのをちょっと気

にはなってるところでそういう質問です私も、 

1:12:55 設工認上は既設ではないんじゃないかということですよね。 

1:13:03 そういう認識です。 

1:13:07 次に、説明にあった数字でありました。 

1:13:14 はい、ＲＦＳ無痛境です。平成 22年の時点では通信連絡設備があ

りました。 

1:13:22 設工認あります。はい。 

1:13:27 であれば了解です。以上、 

1:13:36 はい。あれ杉山です。消防設備の方は今確認できてませんので、

確認しまして同様な記載にしたいと思います。 

1:13:47 伊勢、すいません規制庁の田仲です一点確認させてください。 

1:13:51 平成 22年の時にこの通信連絡設備は設置されたと思うんですがそ

の際に、 

1:13:59 設工認としての設備として申請対象ではなくて許可の方で設ける

とした中で設置されたものというふうに理解をしていたんですけ

どその理解は正しいでしょうか。 

1:14:17 載ってるんじゃない。 

1:14:18 ちょっと。 

1:14:26 はい。ＲＡＳスムーズ坂井です。平成 22年の設工認時点で、一部

として上がっております。 

1:14:37 成長のタナカです申請対象機器としては上がってなかったという

理解は正しいかそれとも繁田書記として、申請されたものなんで

しょうか。 

1:14:49 古賀です。 

1:14:53 概要だけです。 
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1:14:57 はい、ＡＲＦ物坂井です。 

1:15:01 要目表の方には特に上がってなく概要として、と記載がされてお

ります。 

1:15:07 以上になります。 

1:15:10 規制庁タナカ承知いたしました。 

1:15:17 規制庁河村です。すいません。ちょっと 

1:15:21 それに関連しまして、富むか新設工認なんで記載として、概要で

ちょろっと記載するというのもその程度かなと思うんですけど

も。 

1:15:32 その際に、庄内検査っていうのは受けております。 

1:15:36 かっていうのをちょっとお伺いさせてください。どのみち今回全

部検査し直すので、関係はないと思うんですけども、 

1:15:48 あれです堺です。使用前検査の方は受けておりません。 

1:15:54 以上です。 

1:15:56 規制庁河村です。承知いたしました。 

1:16:00 そう。そうすると、規制庁ナカノですけど、 

1:16:03 そうすると何か全部新設扱いじゃないのかっていう気もしないで

もないんですけど。 

1:16:12 多分、 

1:16:13 はい。ＲＳむつの杉山です。おっしゃる通り、既設として衛藤も

のがありましたけども、検査とか、設工認対象設備としては、上

がっておりませんので、 

1:16:25 新設扱いにしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

1:16:30 そのような表現にしていただければと思います。よろしくお願い

します。例えば、その他使用済み燃料貯蔵設備の 

1:16:38 附属施設のうち、通信で受託設備を新設するという形で、 

1:16:45 そうですね。そうですね。同じように消防用設備、 

1:16:50 を新設すると、いうような形でね、直したいと思います。 

1:16:55 はい。 

1:17:17 規制庁の石井ですけど、この点、今の点、割合はちょっと電源車

のところで、もう 1点だけ確認したいことがあるんですけども、

中野さんいいでしょうか。 

1:17:27 ちょっと先にどうぞつけなかった。 

1:17:29 ちょっと先ほどＲＦＳの伊藤さんの方から、第 1回の変更する上

では、翌朝とかは変わらないっていうふうにおっしゃったんです

けども、 

1:17:39 第 1回の時の、 

1:17:42 外部火災の評価、今ちょっと資料が出るかわかんないですけど、 
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1:17:46 7－4－4っていう項目の 10ページのところで、 

1:17:53 調合施設内に設置する危険物。 

1:17:57 施設のところの条件で、電源車等とか、容量が使われてるんです

けども、 

1:18:04 ここは何か 

1:18:07 変更申請の時に変更されるんでしょうか。 

1:18:16 そっちの。 

1:18:19 ＲＳむつの伊藤です。今回、資料を出した資料にも添付されてる

と思いますが、こちらの中で燃料量その他、 

1:18:29 何か保守性を持たせた数字で申請する予定となってございます以

上です。 

1:18:35 全部アイディアがちょっと使えないんで第 2回の 

1:18:40 大柿することができる。 

1:18:46 なので先ほど言った通りなんですが、基本的に第 2回でお出しを

して、第 1回の分は上書きされるという認識でおります以上で

す。 

1:18:59 むつ本社のシライです。今の電車の要目表の記載については、 

1:19:07 いわゆる設計要求値について大きくするという形での変更申請を

したいと、いうふうに考えております。 

1:19:16 他燃料タンクそのもの等についてはいわゆる、もう一つ決まって

る値なので、そちらについては今、機械をしない方、 

1:19:26 要目表では記載をしないという形で申請をしたいというふうに考

えております。 

1:19:33 規制庁の石井ですけど、そういうことは 

1:19:39 第 1回の変更申請は今後出されると思うんですけれども、そこで

は、 

1:19:44 ここの、今回変えるような形で、 

1:19:48 出してくるっていう。 

1:19:50 いうふうに理解しておけばいいでしょうか。 

1:19:54 江藤。むつ本社の白井です。今回、この笠井のところにつきまし

ては、 

1:20:02 もう保守的な、実際のものよりも保守的な値で評価をして、信頼

をさしていただいて、この評価については、次に変更申請する時

に、変わるものではない。変更する。 

1:20:17 ものではないので、変更申請のない内容からは、 

1:20:22 申請書のからは、 

1:20:25 今添付しないということで今考えてございます。 

1:20:31 規制庁の石津 
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1:20:33 状況はわかりました。 

1:20:38 本社のシライです。ただ、同様の評価として、竜巻の合格の評価

がありますので、そちらにつきましては、同様に、 

1:20:50 個人的な大きい大きな電源車を想定した評価を、変更申請の際に

合わせて申請したいというふうに考えております。 

1:21:08 規制庁の石井です。状況は理解しました。 

1:21:12 以上です。 

1:21:16 そういうこと。 

1:21:20 どこから口出して申し訳ないんですけど、今のハセガワですけれ

ども、 

1:21:27 これ全部聞いてたわけじゃないから、何かよくわかってないんだ

けどさ、さっきなんか上書きされるとか、 

1:21:35 そういうのもあったんで、 

1:21:37 ちゃんと慎重に確認してはいわかりましたとかって、言わないほ

うがいいんじゃないの。 

1:21:47 規制庁の石井です。わかりました。 

1:21:53 1、 

1:21:57 それで、あとさ、1回目も何か仕様が変わるっていうのは聞いてい

るけれども、 

1:22:04 本当に変更申請いるのかって別に届け出ぐらいでもいいんじゃね

えのかとかっていうのもちょっと思ってるわけで、そういうのを

ちゃんと総合的に考えて、 

1:22:17 ちゃんとつじつまが合うように、 

1:22:22 ちゃんと考えてから物を言った方がこの辺はよさそうなんじゃな

いかなって気がしてるんだけれども、 

1:22:29 規制庁の石井です。承知しましたきちんと整理をした。 

1:22:33 角度が高ければ別にいいけれどもね、俺も途中からちょこっと 

1:22:39 全体の何割が聞こえたかわかんないんだけど、そんな感じだか

ら、確信持って言ってるわけじゃないけど、 

1:22:46 規制庁吉井です。どうぞ。 

1:22:49 赤坂ですけど、先ほどからずっと電源車の改造という形で 2台目

のやつの見直しなんですけど、分割第 1回の変更認可申請、今の

段階では我々、 

1:23:01 分割第 2回、そういう意味でいうと新規制基準対応の設工認が終

わってから、 

1:23:06 井坂さん綺麗になってから出そうかなということで考えていま

す。従ってですね、1回とりあえず整理した上でですね、 

1:23:17 手続きしたいなと思ってるのは一つ、合わせてですね先ほど言っ

た、 
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1:23:23 火災の件。 

1:23:25 についてはですねそこら辺も踏まえた上でですねできる限りです

ね前もって、 

1:23:29 できるものはエコかなという思いですので、 

1:23:34 しっかり考えているつもりです。ただ、軽微変更届。 

1:23:40 はですね、少しやっぱり違う経路が違うかなというのは思ってま

すのでスプレー天田行政相談の中でですねしっかり相談させてい

ただければと思いますので、よろしくお願いします。以上です。 

1:23:51 その辺の話をちょっと聞いてるからそれはそれで置いといて、何

か上書きされるとかっていうのよくわかんなくて、 

1:24:00 多分、多分何かいろいろ量とかが変わっちゃうと評価が変わらな

いように、あらかじめ現状出てる、申請、 

1:24:12 ないしは、次に予想されるものを包含した形で、今回の評価は、

そういうのを見越してやってますってそういう説明だったの。 

1:24:29 私ですけどそこを見越してやってるという説明です。 

1:24:38 話は大体わかったんで、いずれにしろうちの方では、ちゃんと 

1:24:45 冷静にちゃんと考えて、江藤ヨシダ氏は別途ちゃんと 

1:24:52 言った方がいいんじゃないの。 

1:24:54 規制庁石井です。 

1:24:57 今、コメントあった通り、きちんとどうあるべきか、ちょっと整

理します。 

1:25:07 アカサカですけどやっぱり自然現象の書き方とか第一課とか第二

課と両方書いてるところがあって、 

1:25:12 あとは申請者がやっぱ、言い方悪いですけど、売って欲しいんで

すよね。 

1:25:17 そこら辺がですね、何か我々も内部を取ったような感じがして、

第 2回側でそれができると思ってますので確かに石井さんと含め

てですね、ご説明させていただきたいと思います。以上です。 

1:25:33 規制庁石井です。今伺った話はきちんと整理をしてどうあるべき

かはもう 1回、こちらでも整理をしますので、 

1:25:54 すいません規制庁の尾崎です。私から、 

1:25:58 ちょっと 2ヶ所、コメントをしたいと思います今、56ページの、

その申請概要のお話でカワムラから、 

1:26:08 コメントっていくつか、増設っていう言葉を新設とかにされると

かっていう検討を修正をしますということだったんですが、 

1:26:18 ここと関連してですね、ページで言うと 63ページに、 

1:26:27 今回の申請対象設備の一覧と、技術基準の適合の一覧表がありま

すと。 
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1:26:37 我々としてはですね、この、先ほど河村からコメントした 56ペー

ジの申請の概要っていうのがですね、今回の変更認可の 

1:26:47 申請の対象設備は、これこれですっていうのを具体的に示してい

ただくものでして、それが 3－1を、この 63ページの設備等、 

1:26:58 設備区分とその整合してるっていうことが、申請書上必要だと思

ってますと。 

1:27:05 まずそういうところが必要ですっていうところでですね、その観

点で 60、 

1:27:13 3ページから 64ページ 2ページにかけて一覧表出てますが、 

1:27:18 何点かちょっとその 56ページの申請の概要と、何か整合がとれて

ないんじゃなかろうかというところがあったので質問含めて、 

1:27:29 コメントいたします。まずカラーいくとですね、 

1:27:37 どうそうか、上から何これ、ナンバーで 4番目の搬送台車ですけ

ど、 

1:27:45 これ 56ペイジーの申請概要だとですね。 

1:27:50 （3）で搬送台車の耐震所、耐震設計条件の変更により耐震評価を

行うっていうのがあってですね。 

1:28:00 この書きぶり、56ページとその貯蔵架台と同じような書きぶりに

なってるとなってますと、で、 

1:28:10 行ったり来たりするんですけど、63ページの 3－1表だと貯蔵架台

は既設。 

1:28:18 ／新設になってるんで、同じ書きぶりなら多分、 

1:28:23 63ページのそのナンバー4の搬送台車も同じ既設／新設になるん

じゃないのかと思うんですが、 

1:28:32 まずここがその区分が違うっていうのは、 

1:28:36 どういう考えで、 

1:28:39 変えてるのか或いは間違ってたのかその辺り、まずご説明いただ

けますでしょうか。 

1:28:47 はい。Ｒｍのスギヤマです。3の 1項のところにつきましては現状

季節としてあるものか、それから改造なのか、と新設するものな

のかと。 

1:28:58 いう考えに分けてと記載をしております。で、今おっしゃってい

る衛藤、 

1:29:06 申請書の鏡のところになる、江藤概要のところ、 

1:29:10 の記載と、ここに今合っていないというような状況になりますの

で、そこは整合していくのかなというふうには思っています。 

1:29:18 今、先ほどコメントいただきました、当初、 

1:29:23 庁用設備とか、通信連絡設備とは全く違うような状況になるとい

うようなことで思っています。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:29:32 どちらに合わせたら一番いいのかという話があるかと思うんです

けども、できれば、衛藤さんが 1票に合わせていくという形がい

いのかなというふうには思ってますが、いかがでしょうか。 

1:29:45 麻生。 

1:29:46 規制庁の話ですそこは、私からどちらっていうことは言えないん

ですけど、基本的にはその 3－1票と、ここの 56ページの申請の

概要っていうのはその整合した内容で、これこれがさぬきの中で

変更あったものです。 

1:30:01 ていう整理になると思うので、そこはつじつまが合うように、ち

ょっと整合をとっていただきたいと思いますと。 

1:30:08 いうことしかちょっと言えないんですが、この二つの資料でです

ね、矛盾が起こらないように、ちょっとまずＡと突き合わせてで

すね、ちょっと見ていただきたいなと思ってます。 

1:30:24 はい。ＲＡＳ図のスギヤマです。衛藤。 

1:30:29 整合が生じないようにそこの表記の仕方を合わせて記載をしてい

きたいと思います。はい。会社です。 

1:30:37 その観点でいうと、ですね。 

1:30:42 不整合がちょっと私が見た限りで不整合かなっていうところがで

すね、次に 3－1票で見ていくと、 

1:30:52 9番 10番の、 

1:30:54 蓋間圧力検出器表面温度検出器ってこれ、既設／新設、いずれも

なってるんですが、申請概要の 56ページではそこは何も触れてな

いと。 

1:31:09 ここは多分不整合て、 

1:31:13 んなってますと、 

1:31:15 私の理解だとこの二つの検出器って、そもそも要目表で大きく変

わっているようなところっていうのは、 

1:31:24 実態上ないで基本方針も変更ないんで、何が親切なのかよくわか

らないんですけど、これはどっちが、 

1:31:35 どっちかっていうか、その 56ページの、 

1:31:39 話が正しいのか、であればその 3の 1票のこの既設／新設ってい

うのはどういうことなのか。 

1:31:46 ていうのをちょっとご説明いただけないでしょうか。 

1:31:50 はい。ＲＦＳむつの杉山です。ここの蓋間圧力見識と、それから

表面温度検出器は、キャスクにつくものになっております。 

1:32:01 キャスクについてくるようなものになりますので、キャスクが搬

入されるごと 1基ごとに行き、1個ずつつい 1個 2個か、 
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1:32:10 ついてくると、いうような形になりますので、そこで既設／新設

というような形で書いて記載をしているというような状況になっ

ております。 

1:32:22 今後キャスクが入ってくれば、入ってくる、同じように、 

1:32:26 新設でついてくるという形になりますので、そういう記載をして

おります。なるほど考え方は、30票だと、そのキャスクとこれが

連動してる話になるわけですね。 

1:32:41 はい。アレス結のスギヤマです。その通りです。以上です。 

1:32:50 うーん。 

1:32:54 わかりました。 

1:33:04 これは絡み。 

1:33:17 規制庁野崎です考え方はわかりました。そうであれば、多分 56ペ

ージに、キャスクは新たに設置するっていう言葉があってここで

言うと、 

1:33:30 （5）番ですかね。 

1:33:32 そこには何も触れてないので、3－1ページでその整合をとるな

ら、56ページにも何らか、安くに連動して、設置するとか何とか

って言葉が要るんじゃないかなと思う。 

1:33:44 そこはご検討いただきたいと思います。 

1:33:51 問題意識としては先ほど言ったことと同じ話で不整合にならない

ようにしてくださいと。 

1:33:57 そうです。 

1:33:59 はい。あれ鈴野スギヤマです。藤鏡のところの概要と、それから

三階部分のところのところの表現を合わせるような形で調整した

いと思います。以上です。 

1:34:12 お願いしまして、あと気づいたところだと、殊、10、14－1でドラ

ム缶て、 

1:34:23 これ、ねずみろうに塗りつぶされてここは、申請対象設備じゃな

いっていうせ意味だと思うんでそこに新設って書かれているの

は、 

1:34:33 何かちょっとよく、ステンレス容器との違いもよくわからなく

て、対象設備でないんであればあえて新設って言葉も、 

1:34:43 要らないんじゃなかろうかと思うんですが、ここに書くと何かま

た 56ページの関係で何かここに書いて、 

1:34:52 ないんじゃないんですかっていう話にもなると思うので、もう書

いてないならここはなくってもいいのかな、あえて新規書く必要

もないのかなあと思ってます。 

1:35:01 いうところです。あともう一つは先ほど河村のコメントにもあり

ましたけど、通信連絡設備消防用設備で 
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1:35:12 と増設じゃなくって、新設にするっていうことだったので、この 3

の発表だと、通信連絡設備は、 

1:35:22 いずれも、 

1:35:23 社内電話設備以外新設になってるのかなんでこの季節が本当に正

しいのかっていうのは今一度整理いただいて、 

1:35:31 図。 

1:35:31 消防用設備、 

1:35:34 もう化学泡消火器が先ほど藤スギヤマさんから新設だっていうこ

とだったんでそこは整合とれてるのかなと思うんですがいま 1

度、 

1:35:45 そこは見直して、56ページの申請の概要と整合するような、表に

していただきたいと思います。 

1:35:57 はい。阿部さん。 

1:36:00 宇津スギヤマです。 

1:36:01 はい。と整合をとりたいと思います。以上です。 

1:36:05 そうだとすいません 1点ちょっと 

1:36:09 これは今ちょっと気づいたんですけど、56ページの（7）で、放射

線サーベイ機器は増設するってあって、 

1:36:20 この増設も本当に今のその 22年の、 

1:36:24 設工認との関係で増設という言葉でいいのか、或いは何か新設に

するのかっていうのは、 

1:36:31 ちょっとあわせて検討いただきたいと思います。この 3年表でい

うと、全部季節になってると思ってそのあたりも含めて、 

1:36:42 ちょっと申請の概要と、3－1票が合うように、 

1:36:46 ちょっと整理をいただきたいと思います。 

1:36:49 私からは以上で、 

1:36:54 はい、有井水本スギヤマです。今いただきましたコメントを概要

と、三階の剛性を抜けなく確認していきたいと思います。以上で

す。 

1:37:08 お願いします。あとすいません規制庁の和気ですが、 

1:37:13 ちょっとすいません前のページに戻っちゃうんですが、 

1:37:20 これ、通しで言うと 52ページの工事の留意事項。 

1:37:27 2、ちょっと関係する話かなと思うので、 

1:37:33 一つコメントいたします。ここ、冒頭の説明で、今回、 

1:37:41 搬出時のすみませんそうか。 

1:37:47 この前の審査会合でその搬出時の原子力事業者がちゃんと搬出し

ますってことを追記しますっていうことをコメントいただいて、
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今日のヒアリングでは最初に搬入するキャスクが、使用前確認を

受けてっていう話を受けた。 

1:38:04 ですけど、今のその申請書用のたてつけだとですね工事の留意事

項にその搬入キャスクの搬入時にちゃんとした、確認を受けたキ

ャスクだっていうことを確認するっていうこととあと搬出時の話

は書いていただいた。 

1:38:22 こういうことになると思うんですが、搬入から搬出までの間ので

すね必要なプロセスについても、外運搬規則との関係でですね必

要になると思い、 

1:38:35 我々必要だと考えてますので、ちょっと追記をいただきたいと思

ってますっていうことのコメントです。具体的には、 

1:38:46 工事の留意事項の中でですねまず搬入された後ですね、キャスク

を貯蔵してる間は、ちゃんと貯蔵規則に記録の保存っていう規則

がございますんで規定がございますので、 

1:39:01 その必要な現場に必要な内容についてきちんと記録をあれして保

存するっていうことをまず、 

1:39:10 必要なプロセスとして追記いただきたいと思いますと。 

1:39:14 その上で 2点目としましては、貯蔵が終わってですね貯蔵期間が

終わって搬出する時にはですね、申請書の言葉で言うと何かその

契約先の原子炉設置者が、 

1:39:28 このあれすが、保存した記録に基づいて、排水にはきちんと核燃

料輸送物としての搬出に必要な確認を行うとかですね。 

1:39:40 その確認を行った後に、きちんと外運搬規則に基づいて搬出する

とか、そういう間の搬入と搬出は書いていただくんですが 

1:39:51 間にですね必要なプロセスもありますので、そこを追記いただき

たいと考えています。 

1:39:59 よろしいでしょうか。 

1:40:03 はいＲＦＳ東京フルヤです。今ご指摘いただきました搬入までの

プロセスは搬入等でるところについてはしっかりと書かせていた

だいたと。そこはご理解の通りで、その間の、 

1:40:17 途中版ん貯蔵中のプロセスというお話ありましたが、我々原子力

安全の規制原子力安全確保上は、その間というのはどっちかとい

うと維持管理、 

1:40:27 保守管理に当たると。ですので整理としては、保安規定 2でしっ

かりと、 

1:40:36 整備するのかなと考えてございましたが、その辺、今の途中のプ

ロセスについても、記載の、 

1:40:43 やり方、ちょっと社内で検討したいと思います。以上です。 

1:40:50 はい。 

1:40:51 規制庁野崎ですよろしくお願いします。 
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1:41:04 はい。 

1:41:07 私からは以上なので次じゃあ岡村さんお願いします。 

1:41:16 はい。規制庁の河村です。衛藤。 

1:41:21 多分、工事の方法に関しては以上なのかなと思うんですけど、続

いて、あれ。 

1:41:29 60ページ以降の添付書類 3の話で説明いただいておりましたっ

け。 

1:41:47 ＩＡとＲＦＳむつのスギヤマです。 

1:41:50 こちらはコメントの内容で踏まえて 3－1を変えるという形で、添

付しているような形になっています。先ほどおっしゃっていた 

1:42:02 分類の 1ですかね。 

1:42:06 既設改造新設というような方ちいを、改造を入れてくださいって

話があったのでそれを付け加えていると。 

1:42:15 いう話と、あと、要求事項及び保護のいずれにも変更がないもの

に関しては、明確化して識別化するという話があったので、 

1:42:25 その欄を設けてマルをつけているという形でお伝えをしていると

いうような状況になっております。 

1:42:32 それから、ちょっと下の方に行きますけども 16－4のところの、 

1:42:37 モニタリングポイントというところがあります。 

1:42:41 ここが、以前は、 

1:42:44 ここの収まってなくて上の、周辺監視区域境界付近の固定モニタ

リング設備と同等の並びになってたのをそこを修正していると。 

1:42:56 いうようなところ。 

1:42:58 変更しているというような状況です。 

1:43:02 どこだっけ。 

1:43:05 うん。 

1:43:07 6分は、 

1:43:10 出荷者赤字があったと思うんですけども、 

1:43:19 25番の安全避難用扉のところに関して、 

1:43:25 ずっと右に行っていただきますと、 

1:43:30 汚染の防止のところに丸をつけたという形で変更をしておりま

す。 

1:43:39 それから、変更箇所は赤字になりますけども、そこのところで、 

1:43:46 1枚目の 3－1の 1枚目の右側のところ備考のところに、図、 

1:43:51 詳細な記載をしているというような状況に、となっております。 

1:43:57 3の意見は以上になります。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:44:09 衛藤規制庁の川村です。よろしければ私の方からなんですけど

も、ＰＤＦで通しページ 62ページ目になるんですけどよろしいで

しょうか。 

1:44:33 62ページ目なんですけどもここの内容添付書類 3に記載されるっ

ていうこと。 

1:44:43 が書かれてるんですけども、 

1:44:48 62ページ目のなお書き以降ですね。 

1:44:57 すいませんあと下のページ数番号で 62ページ目になります。 

1:45:06 ここでなお書き以降でこういったことを補正しますって言ってる

んですけど、今回は補正で対応してくるものなので、ここのなお

書きの部分についてはいらないかなあと思ってるんですけどいか

がですか。 

1:45:23 はいＲＦＳむつの杉山です。衛藤。ここの記載なんですけども、 

1:45:29 補正をするという言葉が入っているので、あまり好ましくないと

いうことでしょうか。 

1:45:35 そうであればこの補正という言葉を、記載するとかそういう形で

直したいというふうには思ってますけども、いかがでしょうか。 

1:45:44 規制庁の河村です。いや、ここに書いて、なお書き以降で書いて

ある内容については、藤大瀬氏で出てくるものを見れば 

1:45:55 わかることですので、丸々記載削除でいいのかなと思ってるんで

すけど。 

1:46:01 いかがですか。 

1:46:03 はい。衛藤。 

1:46:05 あれ鈴スギヤマです。拝承いたしました。なお書き以降、最後ま

で削除するという形でしたい対応したいと思います。 

1:46:17 規制庁河村です。よろしくお願いいたします。続いてなんですけ

ども、それ以降の部分でコメント対応資料の①から④。 

1:46:29 についても添付するっていうのがあるんですけども、 

1:46:34 こちらにつきましても、ヒアリングの中で内容確認させていただ

いておりますので補足説明資料っていう形でまとめていただけれ

ば、 

1:46:46 十分なのかなと思ってまして。 

1:46:53 申請漏れがないことの確認に関しては今回、赤字で示されてる部

分で社内で十分確認しましたっていうのと、 

1:47:03 その結果 3－1票がちゃんと綺麗に 

1:47:06 つくられてますっていうので、説明としてはいいのかなと思って

おりますので、その後ろに付けられてたコメント対応資料①から

④の部分については削除でも、 

1:47:18 いいのかなと思ってるんですけどいかがですか。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

1:47:22 はい。ＲＦＳむつの杉山です。江藤。正直言って悩みましてこれ

を作るべきかどうか、衛藤さん、第 3－4のコメント対応資料①か

ら④までを作るべきかどうかというふうな悩みました。 

1:47:37 なくてもいいというのであれば抜きたいと思います。以上です。 

1:47:43 これまでの関連があった。 

1:47:46 そうですね。 

1:47:49 厳しい。 

1:47:50 確か。 

1:47:52 三菱さんの方で記載があったので一応、全部ではないんですけど

も、抜粋みたいな形で、記載例という形で、 

1:48:02 凸追加したんですけども、 

1:48:04 今おっしゃった通り、顔、 

1:48:10 利用であれば、抜きたいと思います。 

1:48:20 はい。規制庁の岡村です。私としてはそうですね。 

1:48:28 金賞に基づいてちゃんと見直してますっていうのと、 

1:48:32 その結果としてノートペットが 3－1票ですっていうので、 

1:48:37 いいのかなとは思ってるところです。 

1:48:43 はい。とあるスムーズのスギヤマです。江藤。50ｇ。了解しまし

たので、 

1:48:49 この 3－4票、①から④に関しては、削除したいと思います。以上

です。 

1:48:57 すいません規制庁大垣です。基本的にはその申請書上から削除で

結構だと思うんですが、せっかくこれ我々の整理の観点からもで

すね、 

1:49:09 どういう抜け漏れがないかっていうのはきちんと双方で調べたの

で、これは申請書としては私は不要だと思うんですけど補足説明

資料としてですね、 

1:49:20 ＪＡＮ救出漏れがないっていうことを確認したっていう補足説明

書の参考資料として、これはもう整理しとけばよろしいんではな

いかと思います。 

1:49:30 そのような整理でいかがでしょうか。 

1:49:34 はいＲＦＳむつの杉山です。衛藤。 

1:49:39 補足資料、補足説明資料というよりも以前、コメント回答で回答

させていただいておりますので、衛藤、それを補足説明資料側に

持っていきたいというふうに思っております。以上です。 

1:49:52 規制庁の先でそれで結構だと思いますよろしくお願いします。 
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1:50:01 リサイクル燃料貯蔵事務所のところです。今のですね資料コメン

ト回答という形でお返ししておるんですがまた別途説明資料とい

う形に焼き直す作業が必要でしょうか。 

1:50:27 規制庁だけですコメント回答資料ですでに全く同じものも出して

いただいているんであれば改めての資料提出は結構です。 

1:50:38 承知いたしましてありがとうございます。 

1:50:43 規制庁仲野です。ちょっと確認ですけど、 

1:50:45 コメント回答資料については、 

1:50:49 何とかまとめ資料って最終的にセット版てしていただけるんです

よね。 

1:50:55 先ほどのです補足説明資料はですねコメント回答の中でここをこ

う直しますと親、そうしたものもたくさんございますので、 

1:51:04 そういった部分を反映して衛藤哲夫いたします。 

1:51:08 規制庁の中野です。セット版の中に、 

1:51:11 今言ってる③－1とか 03－2の表っていうのは入るんですか。 

1:51:22 リサイクル燃料貯蔵のですか。ですねそれは特に 

1:51:27 そのあたりをご説明して補足説明資料のパッケージはないので、 

1:51:36 いや、参考多分、 

1:51:38 特にそこは入らない予定です。 

1:51:40 それを入れておいていただきたいんですが、どっかに、 

1:51:51 インターネットＳＰＥＥＤＩっていうのを作ってさ。 

1:51:54 それで、 

1:51:59 ここ、別途該当資料ということで作って、それを進めてた番号を

つけて、 

1:52:06 もし、 

1:52:08 というか、 

1:52:10 コメント回答資料という補足説明資料を作って、今まで回答した

コメント回答のやつを全部入れていくっていう形ですか。 

1:52:22 規制庁仲野です。コメント回答資料の中には、ほとんど補正補足

に反映されてるんだと私は理解してたんですけども。 

1:52:31 同じものをまた出していただく必要はなくて、 

1:52:35 補正補足に反映されてない、このまとめ表については入れていた

だきたいということなんですけど。 

1:52:42 アカサカですけど今ちょっと話してる通りですね、2年ものがなく

て、 

1:52:47 言った通り、補足説明書に反映するやつを除いた形で、コメント

回答集が残ったものだけそっちにパッケージにしたらどうかなっ

ていうのが、アイディアです。 
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1:52:58 それで構いません。私は、 

1:53:01 大崎さんたち、いいですか。 

1:53:06 規制庁野崎です。そうですね。ただ今回すいません、ここに我々

こだわったのは、審査会合でも、この我々から発言してるんで

す。今回そのＲＦＳが、 

1:53:20 第 2回の最終申請で本当に抜け漏れがないですよねっていうのを

こちら側から指摘して、やっぱりこういうプロセスで確認して、

抽出漏れありませんでしたっていうことを、確定させるっていう

ですね。 

1:53:36 ことは重要であろうということで我々からコメントしたので、 

1:53:41 コメント資料として整理、同じものを入れるっていうことに異論

はないんですけど、何らか今回その抽出漏れに漏れ、申請対象設

備の抽出漏れがないっていうことがですね、 

1:53:55 わかる要素っていうかインデックスとしてこの 

1:54:00 今 60何ページ 67ページとか 5ページからあるような、こういう

資料でちゃんと抜け漏れないことを確認しましたっていうことが

ですね。 

1:54:10 わかるような補足説明資料の位置付けにしていただきたいと思っ

てますんで、それはその今言ったようにそのコメント回答ですで

にもう同じ資料を提出してるっていうことであれば、 

1:54:21 その資料をそのままヤキマしていただいていいと思うんですが、

その抽出漏れがないっていうことがわかる補足説明資料としてで

すね位置付けていただきたいと思ってます。 

1:54:32 いかがでしょうか。 

1:54:35 はい阿部蘇武の杉山です。衛藤。ご趣旨わかりましたので今回の

抽出漏れがないというところに関して、補足説明資料を 1個起こ

して、戸田出すような形にしたいと思います。 

1:54:50 尾野さんそれでよろしいですか。 

1:54:53 はい処置しました。 

1:54:54 青野です。はい。 

1:55:29 あ、 

1:55:30 あれ今、規制庁のイシイですけど 

1:55:34 仲田さん川部さん。 

1:55:36 とりあえず 5以上ですかね、現状で準備してた、準備というか確

認したいポイントというのは、 

1:55:43 ちょっと追加でもしよろしければこちらで尾上さんの方から、 

1:55:48 聞きたいことがあるんですっていう、今んところ、以上です。は

い。はい。すいません。規制庁野村です。えーとですね、今週の

月か、水当たり 2、マキウチさんらといろいろと話してて、 
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1:56:01 決めたことで、キャスクと課題の耐震設計、 

1:56:06 一部考え方は変えてまた再度やってもらうっていう話になってる

はずなんですが、それはこの資料 2、間に合わなかったということ

でよろしいですか。 

1:56:20 リサイクル燃料貯蔵の図は、この事業の 5月 13日付でお出しして

おりまして、マキウチからの資料 5月 16日付ですのでここには含

まれておりません。 

1:56:30 はい。規制庁ノムラず了解しました。 

1:56:34 今日、それ、すいません衛藤オノさん、規制庁ノムラですけど、

それについて何か郷等で説明されますか。 

1:56:48 というかやって欲しい。 

1:56:51 一応宮地さん共有したいので、できれば簡単に説明していただき

たいんですが、 

1:57:01 廃車しました通り最近のちょうど東京事務所マキウチです。すい

ません。ちょっと今の資料出しますので少々お待ちください。 

1:57:11 ではちょっと資料出る前にですね概要をご説明しますけれども、

松江選手とも今週頭のころからですねお話させていただいたとこ

ろをとしまして、 

1:57:22 トラニオンの部分のですね荷重の高評価自身に地震時の応力評価

についてなんですけれども、もともと設工認申請書上ではです

ね、 

1:57:36 トラニオンの水平荷重については、他にも三つでですね、受ける

と、いうような評価、荷重を分散させて受けるというような評価

をしておりました。 

1:57:49 チラーのについてなんですけれども、実際構造上はですね、荷重

の分散というものは起こるんですけれども今回はですね、補正の

内容として、保守的に、その二つの両側のですね、ランニングの

効果というところを、 

1:58:06 排除して、一つのトラニオンにすべて荷重を負担させるといった

ような評価に変えて補正をさせていただくということでこちら 16

日に提出させていただいた資料なんですけれども、 

1:58:20 それの中段代以上よりの人達にちょっとその下ですね。 

1:58:28 この部分ですね、 

1:58:30 兜欄にもここですねちょっと資料の立て付け上該当資料なので見

づらいんですけれども、ここの式がですね、下部トラニオンＡの

みに荷重が変わると仮定した場合の式と、 

1:58:45 いうことで荷重の分散を排除して一つの単位 4に荷重をかけると

いうことで評価をしております。こちらの評価結果がですね下に 

1:58:56 ちょっともうスターのページいっていただいていいですか。 
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1:59:02 こちらですね、こちらが荷重を分散しない場合のトライアルの評

価結果になるんですけれども、鳥栖トラニオンとそれから盗掘荷

重を受けるという固定が布田順子てボルトそれぞれですね、影響

力以下になってるということを確認できましたので、 

1:59:21 今回の補正でこちらの評価結果に関してですね、補正をさせてい

ただくというところになります。で、補正内容としても文章の方

にですね、保守的にトラニオン 1個にかかるものとして評価をし

たということを追記させていただくと。 

1:59:39 いう形になりません。 

1:59:42 ちょっと下に図があるのでそちらでも簡単にこちらで大丈夫で

す。こちらのもともとですね視点から、0で 180°方向のＢ側にも

ですね荷重が変わるとして計算をしたんですけれども、 

1:59:57 これをですね視点から大高校の側ですね、下側の図でいきますと

真ん中のところに下矢印があるんですけれども、これが両側から

の隣のポールですけどこれを排除した光学式で評価をしておりま

す。 

2:00:14 ごめんなさい、戻っていただいてはい。そのような評価に変えさ

せていただいて評価結果を差し替えさせていただくというような

内容になっております。ご説明は以上です質問等ありましたらお

願いいたします。 

2:00:31 議員。 

2:00:37 規制庁ノムラです私からは特にコメントがないというこれはもう

すでに内湖、湖イシイや、細田等含めて我々とマキウチさんだっ

て話あった。 

2:00:49 結果なんですが他規制庁側から何かご意見があれば、 

2:01:01 なさそうなのでこのまま進めてください。以上です。 

2:01:07 リサイクル燃料貯蔵東京山下ＫＪＳＡ、確認ありがとうございま

す今ご説明した内容で補正をさせていただきます。 

2:01:29 吉瀬ちゃカワムラです。江藤他全体通して何か。 

2:01:36 ありますでしょうか。 

2:01:39 はいリサイクル燃料貯蔵のです。ちょっと冒頭、すいません説明

をしかけましたちょっと追加で、補正のご説明をさせていただき

たいと思います。すいません武藤シライさんお願いします。 

2:01:51 はい。 

2:01:52 三つ本社のシライです。今の画面で期待は出していただいておる

けれども、 

2:01:59 スタートループの大体継続にし表示器の応用の今日上でのシライ

変更ということになります。 

2:02:08 こちらにつきましては、コメントを 030ｐの 04の中で、 
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2:02:14 代替継続に用いる業務調理装置等の扱いについてということで、 

2:02:19 コメントをいただきまして、評価、 

2:02:23 表示機能を有していない圧力検出器と、温度検出器等の 

2:02:31 目的を表示する部分につきましては、その部分を設工認上も明確

にするということで、 

2:02:38 基本設計方針に、装置を保有すること、あと台数を、 

2:02:44 要目表に記載するということで回答してございます。 

2:02:48 その際に、二川努力を大体継続に使用する、する表示器につきま

しては、キャップ管理 601台とすると。 

2:03:00 資機材保管ＦＬＩＰされてるといったを期待するということで説

明をしてございました。 

2:03:06 その後の検討の中で、外部火災発生したときには、金属キャスク

に設置している負担金という形式自体は継続使用できる。 

2:03:17 形になりますけれども、正直について、資機材保管庫に、 

2:03:22 保管していた場合、この表示器が使用できなくなる可能性がある

と。 

2:03:28 いうことで、1時期につきましては、 

2:03:31 機器の本部と、使用済み燃料貯蔵建屋、2ヶ所で保管する必要があ

るというふうに考えてございます。 

2:03:41 そこで、要目表について、 

2:03:44 今まで取付箇所の欄に、保管場所として、資機材保管庫しか記載

してございませんでしたけれども、小西海野の貯蔵建屋を追加を

するというところと、 

2:03:56 あと個数につきまして、表示器については、2と書いて、 

2:04:01 へえ。 

2:04:03 金属キャンプ 30－現在 1と、このような機会に業況で対 

2:04:09 追加をし、追求をしたいと、いうふうに考えてございます。 

2:04:15 また 

2:04:18 継続制御系統施設に関する説明書ですとか、 

2:04:22 記載人選別記載事項にパーツと名称において、 

2:04:27 表示器については、外部火災を考慮して育てや、 

2:04:32 津波をを考慮して 

2:04:35 南方架台の資機材を勧告するといった旨を追加した上で、補正申

請を行いたいというふうに考えてございます。 

2:04:45 以上でございます。 

2:04:55 規制庁川村です。ありがとうございます。この件について何かコ

メントございますでしょうか。 
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2:05:22 規制庁河村です。ないようですので江藤ＲＦＳ側本日準備いただ

いた資料については、以上でよろしいでしょうか。 

2:05:33 ありがとうございます。 

2:05:36 すいません。ＲＦＳむつの杉山です。 

2:05:39 ちょっと先ほどの確認なんですけども、先ほど申請者の方の概要

と、その 3－1本を合わせるようにということで話があったと思う

んですが、 

2:05:51 ちょっと 3年でお見せていただければありがたいんですけども、 

2:06:00 先ほどの 3－1票の記述改造新設という欄がありましたが、その横

に、今回の概要として、 

2:06:10 どういう扱いになるかという。 

2:06:13 行かな、行を入れ込んで、そこで衛藤。 

2:06:18 見せるような形にしたいというふうには思ってるんですけども。 

2:06:21 そういう形で、ここの間に 

2:06:25 既設／改造冊子新設の横に欄を設けて、表示をしたいなというふ

うには思ってますがいかがでしょうか。 

2:06:34 左左側ですか。 

2:06:40 今左側という意見もありましたけども、そちらで対応して、概要

のところと、フェーズを合わせていくような、 

2:06:50 表記に変えたいというふうに思ってますがいかがでしょうか。 

2:06:55 規制庁中尾です。ちょっと 

2:06:58 挿入したように何を書くのかよくわかんなかったんすけども 1回

説明してもらっていいですか。 

2:07:02 はいそういうあれ済ますのスギヤマです。今欄を追加しまして、

既設の設工認の対象設備として、概要に記載されているような、 

2:07:15 改造やら、新設、設工認対象設備としての新設かどうかを記載を

していくということで考えております。 

2:07:26 そういうことでそこを合わせるようにしようかと思っています。

以上です。 

2:07:35 ちょっとわかんない。 

2:07:42 中野です。今 

2:07:44 新設改造既設っていう欄がもうあるじゃないですか。 

2:07:49 それで、 

2:07:50 追加したように何か、どういうふうに書くんですか。 

2:07:54 はい。アレス物のスギヤマです。あくまでも設工認対象設備とし

て支援施設なのか、別なのかというところがわかるように、 
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2:08:05 した方がいいのかなというふうには思ってます。それで今回の概

要のところにもそれがリンクするのかなというふうに思っていま

す。以上です。 

2:08:14 アカサカですけど、今のその欄の季節っていうのはですね。 

2:08:18 今、あるかないかだけの判断をしてるんですよね。 

2:08:23 ものが今ここにあるかないか。 

2:08:27 規制庁仲野です。 

2:08:29 ものがあるかどうかっていうのはあんまり関係なくて、 

2:08:34 設工認上、新設だったら新設だけでいいと思うんですけど、 

2:08:39 笠田ですけど我々にとってどちらかというと物があるかないかの

方が大切だったので、施設の考え方をしましたというのがこの表

なんです。なるほど。すいません。すいません。思っている。 

2:08:51 既設設工認上の扱いかどうかっていうのが大事だと言ったので、

これを書き直し 1団地をふやした方が、我々としては整備の仕方

がしやすいっていうので、どうでしょうかという提案をして、あ

あ、なるほどなるほど。 

2:09:05 規制庁の河村です。 

2:09:08 であれば、平成 22年に申請済みかどうかだけわかる欄を設けてい

ただいた方がいいのかなと思うんですけどいかがです。 

2:09:20 はい。 

2:09:21 了解です。 

2:09:25 そうします。 

2:09:30 よろしくお願いいたします。 

2:09:36 他何かございますでしょうか。 

2:09:40 ＲＦＳ東京事務所ですちょっとこちらから 1件ございます。 

2:09:47 はいＲＦＳ東京フルヤです。先ほど大戸オザキ様からのご意見が

ございました金属キャスクの工事の方法で、貯蔵中の記録、 

2:09:59 きちんと維持することが書いて欲しいと、検討すると、私は里検

討しますというお話をしました。ですけれどもちょっと方向性だ

けずれるとよろしくないので、 

2:10:12 ちょっと意見交換したいんですが、 

2:10:15 我々設工認というのは 43条の 8にあるように、小野田 43条の 8

にあるように、設計及び工事の方法その他の工事の計画、 

2:10:27 について、整理したものでございます。したがいまして、我々が

今書いている、貯蔵前の設計の、 

2:10:36 考え方、あと搬入、それは工事は 2工事なので、搬入の原子炉設

置者との取り合い、あと搬出、これも工事に当たりますのでとり

あえずしっかりやると。 
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2:10:48 いうことを整理してございます。 

2:10:50 その間の貯蔵中というのは、保安規定で原子力安全を確保すべき

と考えてございますが、その保安規定とのつなぎのところを、よ

り説明を充実させると。 

2:11:03 そういう考え方で、 

2:11:06 影を検討しようかなと思ってます。今申請書の形ですと、別添 3

というのは工事の方法で一番最後にいろいろな、柔軟に記載して

いる。これも工事上の留意事項。 

2:11:21 つまり、証明確認までの記載、事項整理してございます。 

2:11:27 ですがそのあとのをきちっと維持をするということについては、

保安規定のフェーズではあるんですけれども先ほどの尾崎さんの

意見を踏まえて、私 

2:11:38 我々今その辺の、 

2:11:40 原子炉摂取との取り合いをですねより説明を充実させるために、

補足説明資料の補足の 5番で、使用済み燃料の収納と搬出への備

えということで、こちらの記載を充実させようと。 

2:11:53 そういう方向で先ほど小田オザキさんのご意見に対応しようとい

う方針でございます。以上です。 

2:12:14 規制庁の野崎です。考え方の整理は理解できました。 

2:12:20 ちょっとここはですね、こちらもう、 

2:12:27 ぶっちゃけて言うとその審査章の中でどこまで書くかっていうと

ころをちょっとまだ整理中ですので、その観点も含めてですねち

ょっとまた 

2:12:39 どこまでか、甲斐角野が申請書にですね、書いていただくのがい

いのかってのはちょっとこちらでも検討したいと思います。で、

私が言った趣旨はですね 

2:12:52 おっしゃる通りなんですが、あくまで金属キャスクの工事に関す

るところを球場で書くっていうところなんですが、その搬入から

搬出までの間でですね 

2:13:05 何ら工事の留意事項で触れられないっていうかそこが見えないっ

ていうのはその申請上よくわからなかった、わからないっていう

かその売れな部分であるので、 

2:13:16 そこに関してはその搬入搬出の間についてもですねきちんと記録

も取るし搬出時にはその記録に基づいて、ちゃんとした確認を行

った上で貯蔵中期間終了後に搬出するっていうですね何らかの、 

2:13:29 枕詞じゃないですけどそういったことがあって、そういうことを

した上でですね、きちんと原子力せえ事業者によって廃止されま

すっていうことがですね、 

2:13:40 書かれていればより、輸送との関係もですね、クリアになるので

はなかろうかっていう問題意識で、コメントした次第です。繰り
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返しになりますが、そのあたりについて我々も今ちょっと変更し

て整理してますので、 

2:13:53 またちょっとその整理の状況も踏まえてですねこれ引き続きちょ

っとそ、 

2:14:00 検討というか相談させていただければと思います。私からは以上

です。 

2:14:08 ＲＦＳ東京フルヤです。貴重なご意見ございありがとうございま

した。また我々についても我々も並行して先回りちょっと、ちょ

っと検討を充実させたいと思います。以上です。 

2:14:19 規制庁の長谷川ですけれども。 

2:14:21 何か、今の話だけを聞いてると、 

2:14:25 何か、 

2:14:27 そもそも品物のハンドリングなんて、石膏人で別に書かなくても

いいんじゃないのって。 

2:14:34 直感的には思ってるんだけど、 

2:14:38 ＲＦＳの人もさ、根井ん丸めた感じで言ってるけどさ、書く必要

ないと思ってるんじゃないの。 

2:14:48 ちょっと過剰な要求をしてるんじゃないですかって本当は言いた

いんじゃないのって。 

2:14:53 違います。 

2:14:56 ＲＦＳ東京フルヤです。はい。以上です。 

2:15:02 うん。それはそうやっていったらちゃんと言った方がいいです

よ。俺もそう思うもの。 

2:15:09 直感的にはね。 

2:15:13 基本的に施工人っていうのは要は品物高設計とかＳ作ってってい

う、そのハード面の部分の、それにかかる工事っていう意味で

は、 

2:15:26 必要なのかもしれないけれども、もうさ、このケースね。 

2:15:31 キャスク自体っていうのは、もうハンドリングに入ってくるわ形

で、押す。 

2:15:39 そこの例えば整地系のやり方だって、もう保安規定ベースだよね

と。 

2:15:43 その取りつけるところだけちゃんとしとけばいいしその後の維持

管理なんていうのは当然保安規定のベースだし、というふうには

思うんだけれども、 

2:15:53 だから、ＲＦＳは、もう 1回ちゃんと 

2:15:57 直した方がいいんじゃないか、必要ないと思ってますけどいかが

ですかって。 
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2:16:05 はい。ＲＦＳ東京フルヤです。先ほどご質問ご説明説明の通りで

すね、もともとの原子炉規制の考え方あと法律の条文の組み立て

構成ですね。 

2:16:16 その辺を踏まえて、ちょっと先ほど野崎さんの貯蔵期間中の維持

管理等に関する事項については、次のフェーズできちっと確保す

べきことかなと考えますが、いかがでしょうか。以上です。 

2:16:35 規制庁の尾崎です。 

2:16:39 理解しました。 

2:16:41 すいませんちょっとコメントを取り下げます。 

2:16:55 規制庁の長谷川ですけれども、尾崎さんもう、 

2:16:58 言いたいことがあればちゃんと言った方がいいよ。 

2:17:03 規制庁の中尾取り持っただけなんだけれども、規制庁、そういっ

た意味では私は今、言いたいことは言ったつもりでして、今我々

の方で考えている審査書、 

2:17:18 審査結果の中でですねそこの辺りまで 

2:17:22 きちんと書いた方がいいんじゃなかろうかっていう検討を今進め

てたので、その関係で、ここまで、 

2:17:30 できれば、変えていった方がより輸送との関係が明確になるので

はなかろうかと思って、コメントをしたっていうのが私の今の考

えです。 

2:17:43 だから、 

2:17:45 だから、必要じゃないのかっていうコメントをしたんですが、確

かに保安規定的な内容ではあるので、必ずしもこれを工事の留意

事項として書くべき必要はない。 

2:18:00 ていうところは、そこは理解できましたっていうところです。よ

ってもって 

2:18:07 この今のコメントについては、そこまでを絶対変えて欲しいって

いうことで求めるものではないのではないかというふうに理解し

たという次第です。 

2:18:19 何かわかったようなわかんないようなあれだけども、いずれにし

ろさ、多分ね、 

2:18:26 いらない。 

2:18:27 このケースでは、保安、施工認上は、特段何か書く必要は僕はな

いとは思ってるんだけど、だから、尾崎さんが言うとしたら、 

2:18:39 こういう部分についてはちゃんと保安規定の中で、受け入れ、 

2:18:45 のところとか、つつ、 

2:18:49 当たり前だけどね貯蔵期間中とか、それから、仮に排出する際っ

ていう部分についてはちゃんと保安規定の中で保安規定で、そう
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いうところについてはちゃんとやってくださいねぐらいの世界で

すよね。 

2:19:05 もともとねＲＦＳではそうするつもりっていうことでいいんです

よね。 

2:19:17 ＲＦＳ東京フルヤです。今ご意見いただいた補足いただいた通り

でございます。以上です。 

2:19:45 うん。 

2:19:58 規制庁の河村です。この件に関しては以上でよろしいでしょう

か。 

2:20:14 うん。 

2:20:28 特にないようですので徒歩 

2:20:31 か 

2:20:32 追加で何かコメント等ある方いらっしゃいますでしょうか。 

2:20:39 規制庁の長谷川ですけど、つまんない話をしてもいい。 

2:20:44 お願いいたします。 

2:20:49 いつの説明だったかよくわかんないけど覚えてるのは、固有周期

が何だっけ、0.988とかって書いて、 

2:20:57 ありましたっけ。 

2:21:00 千波だったんでねはっきりよく覚えてないんだけど、 

2:21:05 数そういう説明どっかであった。 

2:21:08 特例の評価かと思います。0.098だね。 

2:21:15 多分ね、この辺かな、0.174とかっていうところなんだけど、これ

って、設計ですよね。 

2:21:25 ここまでの制度ってもともとあるの。 

2:21:31 そして設計上ここの制動で、 

2:21:36 やられるべきものなんだ。 

2:21:43 これは保安器、貿易てじゃなくて施工認上の申請が良い、こんな

の悪いとかって言ってるわけじゃなくて技術者的に見てどうなの

っていう、こういうのって外にさらされた時に、 

2:21:57 出す側も見る側もそうなんだけど、 

2:22:01 科学的とか技術的とかって言われてる中、もう例示としてね、ど

うなんですかっていう、 

2:22:13 災害情報があって海外情報の中で、どこが、 

2:22:19 改めて稲さん。 

2:22:22 僕はしました。実際Ｇｒｅｅｎちょっと待てです。こちらのＡ棟

という周期については算出式がありまして、そちらから算出した

計算式がありまして、こちらが算出した。 

2:22:37 反対になってまして。 
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2:22:40 無理に対応するところのりか応答曲線の設計士の値という形。 

2:22:48 になっております。うんそんなのはわかってるけどだから、だか

らこそ言ってるんだけれども、竹井さんに染み込んだやつをその

まま書きましたって言ってるだけなんだよね。 

2:22:59 それをちょっと技術的に、あなたたちはここまでの制度を持って

やってるんですかっていうのが、 

2:23:09 清。 

2:23:11 何かその技術的な性能、 

2:23:13 そもそもさ、熱ある式にぶっ込んだときに、端数が出てきてるだ

けなんでしょう。 

2:23:21 ここまで計算ができちゃうだけなんでしょ。 

2:23:27 だから、この制度で設計してるんですかって聞いてるんだけど

さ、一方でこれ何かよくわかんないけど、スペクトルとかさ、見

るときに、何か拡幅とかされたりして、そもそもさ、ね、こうい

う周期なんてさ、 

2:23:43 計算で出しちゃって実施ね、実際のものと合わないんだよね。だ

からそういう点に関して設計上どう考えているんでしょうかと

ね。 

2:23:53 何でも計算すればさ、ね答えがさ細かいところまで出てきちゃう

んだよ。 

2:24:02 後は去年の 5月。 

2:24:05 だから規定の技術者として、 

2:24:13 戻ってきたときに、結局こういう出金って書かれるじゃない。 

2:24:17 やっぱり、 

2:24:18 それでその代がどこまでかというのとこの表と合ってるかです。 

2:24:24 児玉店 1名ない。 

2:24:28 4とかじゃなくて 0.1時だから、例年 2とかで、 

2:24:33 ちょっと丸めて書くんじゃないかなと。 

2:24:38 だったらこの表をそこが分じゃないのか、せめてもう一つ下のが

ね。 

2:24:43 前体制に荻田まで書く必要が、 

2:24:46 何か考えてどって、 

2:24:49 すいません、次回考えさせていただきます。以上です。うん。 

2:24:54 多分ねこういうところに、がそのままある土佐計算で出てきた解

析で出てきちゃったやつをそのまま書きたかったんだけど、こう

いうところをさ、皆さんの、 

2:25:05 頭のなんていう、技術的センスみたいなのが透けて見えちゃうと

ころだから我々もそうなんだけどね。 
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2:25:12 よく考えていただいた方がいいと思いますよと。これがバツかと

言ったら別にバツじゃないけれどもねっていう話です。 

2:25:21 私は以上。あとは、全部がいいってわけじゃないけどねと僕も途

中途中は聞いてないんで、何かさっきの保安規定の花シーンもあ

る、あるから、 

2:25:32 ペーパー途中のやつもあるんで、今日、 

2:25:37 この話がすべてなんかこれでうちもコミットしたって感じじゃな

いかもしれないなっていう気がしてるんで、もううちの中でもも

う 1回ちょっと明日、 

2:25:46 考えてみますがいずれにしろ補正は補正で、適切に対応してやっ

ていただければいいと思います。それで駄目だったらまた駄目だ

ねっていうだけなんで、一応そんなところでお願いします。 

2:25:59 アカサカです。そういう影響をヒアリングさせていただいてるの

で今、できるだけ今月に 1回出したいなと思ってますので、こち

らも、 

2:26:11 食い込んで対応したいと思います。以上です。 

2:26:25 規制庁の河村です。以上でよろしいでしょうか。 

2:26:33 すいません。 

2:26:35 リーダー来る燃料貯蔵の武藤社シライです。1点確認したい点があ

るんでよろしいでしょうか。 

2:26:43 せ。 

2:26:44 お願いいたします。 

2:26:45 はい。今、 

2:26:48 分割認可分の設工認の補正ということで準備してますけれども、

ちょっと今はず、2回目の申請に、電気設備の系統図というのを添

付して、 

2:26:59 出して申請しています。この系統での段階についてちょっと確認

したいというふうに考えております。 

2:27:07 また今回、分割 2回目の申請で、電気設備の健康課を添付してい

るのは、 

2:27:14 重要な継続設備ですとか、放射線監視設備に、 

2:27:19 無停電電源装置や電源車から供給される構成となっているという

ことが確認できるということで添付をさしていただいてます。 

2:27:29 ですが分割 1回目の申請で、1月の時に行政相談を少しさしていた

だいた中で、電源車と一緒にこの系統分に、 

2:27:40 記載に誤りがあると、いうことを確認されております。確認をし

て、1回餃子イトウさんだけの話をさしていただいてます。 

2:27:49 で、 

2:27:51 ですのでこの系統外について 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

2:27:54 見直しを 

2:27:56 電源車の申請の際に行うということで準備を今までしておりまし

た。 

2:28:03 今回、2回目の申請に添付している、2回目の補正にあたっては、 

2:28:12 今の見直しに誤りがあるというのがちょっとわかってるわけです

けれども、次の申請で、 

2:28:20 この部分について変更を出したいというふうに考えておりまし

て、 

2:28:24 今回の補正には、1回目で認可された、 

2:28:31 系統図でその変更を行わない系統図を添付した形で補正申請を行

いたいと、いうふうに考えてございますが、 

2:28:42 それでよろしいでしょうか。 

2:28:45 規制庁の石井ですけど、ちょっと規制庁の石井ですけど、今聞い

た中身ちょっときちんと精査して、どうあるべきかを検討した上

で、回答さしてください。 

2:29:06 はい。 

2:29:09 笠田ですけどちょっと紙にもまとめてですね、整理してお出しし

ます。以上です。規制庁石井です。はい。 

2:29:20 ちょっと状況がちょっといまいちはきちんと把握しないと、順番

とか、そういうことも 1回目との関係もあるので、 

2:29:28 紙で出していただいて、きちんと精査させてください。 

2:29:33 了解です。以上です。 

2:29:46 規制庁の川村です。他になければ、本日のヒアリングについては

以上で終わりたいと思います。 

2:29:55 よろしいでしょうか。 

2:30:02 規制庁の会議室側、 

2:30:05 了解です。 

2:30:10 ＡＲＦ東京事務所側も特にございません。 

2:30:13 よろしいですか。 

2:30:16 ＲＦアワー建設も当社側は特にございません。 

2:30:22 はい、ありがとうございます。 

2:30:24 では本日のヒアリングについては以上で終わりたいと思います。 

2:30:29 ありがとうございました。 

2:30:31 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう

ございました。 

 


